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１. 平成 26年９月期決算の概要 

(1) 経営環境 

平成 26年度中間期の国内経済は、消費税引上げに伴う駆け込み需要の反動で、個人消費や

生産活動に弱い動きが見られるものの、景気は緩やかな回復基調が続いております。 

一方、当行の主要な営業基盤である大分県経済は、全国の動きと同様、雇用情勢等に緩や

かな持ち直しの動きが見られるものの、依然として厳しい状況が続いております。 

このような経営環境の下、当行では、積極的に営業活動を展開するとともに、経費の適切

な運用、業績の向上に努めた結果、平成 26年９月期の業績は、以下の通りとなりました。 
 

(2) 決算の概要 

① 資産・負債の状況 

（運用勘定） 

貸出金は、地域の中小企業等や個人のお客さまに対する円滑な資金供給に努めたほか、

地方公共団体への貸出も前期末比45億25百万円増加した結果、同75億６百万円増加（前年

同期比 ＋148億30百万円）し、3,949億24百万円となりました。 

また、有価証券は、前期末比７億22百万円増加（前年同期比 ＋18億７百万円）し、1,169

億90百万円となりました。 
 

（調達勘定） 

預金（譲渡性預金を含む）は、法人預金が堅調に増加したことにより、前期末比19億45

百万円増加（前年同期比 ＋12億29百万円）し、5,103億85百万円となりました。 
 

（純資産） 

純資産は、利益剰余金の増加等に伴って、前期末比２億８百万円増加の275億19百万円（前

年同期比 ＋79億91百万円）となりました。 
 
〔 資産・負債の状況（残高） 〕（表 1）                                    （単位：百万円） 

 
26年 9月末 
実   績 

  26年 3月末 
実   績 

25年 9月末 
実   績 26年 3月末比 25年 9月末比 

資 産 566,887 ＋ 4,335 ＋ 14,885 562,552 552,002 

 

貸出金 394,924 ＋ 7,506 ＋ 14,830 387,417 380,094 

有価証券 116,990 ＋ 722 ＋ 1,807 116,267   115,183   

負 債 539,367 ＋ 4,127 ＋ 6,893 535,240 532,474 

 預金（譲渡性預金を含む） 510,385 ＋ 1,945 ＋ 1,229 508,439 509,155 

純資産 27,519 ＋ 208 ＋ 7,991 27,311 19,528 

 

② 損益の状況 

（業務粗利益、コア業務粗利益） 

資金運用収益は、有価証券の平残が前年同期を上回り、有価証券利息配当金が前年同期

比29百万円増加したものの、貸出金利回りの低下に伴って、貸出金利息が前年同期比１億

21百万円減少したことから、前年同期を88百万円下回る45億33百万円となりました。 

一方、資金調達費用は、預金利回りの低下に伴い、預金利息が前年同期比25百万円減少

したことから、前年同期を21百万円下回る４億50百万円となりました。この結果、「資金利

益」は前年同期を67百万円下回る40億83百万円となりました。 
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また、「役務取引等利益」は、金融商品の窓販やソリューション営業による手数料が前年

同期比１億11百万円減少し、役務取引等収益が同１億33百万円減少したことなどから、前

年同期を１億87百万円下回る１億71百万円となりました。 

「その他業務利益」は、国債等債券売却損益が前年同期比３億68百万円増加したことか

ら、前年同期を２億61百万円上回る４億30百万円となった結果、「業務粗利益」は前年同期

を６百万円上回る46億85百万円、「コア業務粗利益」は前年同期を３億61百万円下回る42

億55百万円となりました。 
 

（業務純益、コア業務純益） 

営業経費は、引き続き節減に努めるとともに、経営強化計画に掲げた諸施策の実施に必

要な経費を投入した結果、前年同期比88百万円増加の30億91百万円となりました。 

また、一般貸倒引当金繰入額が前年同期比３億４百万円増加の３億４百万円となった結

果、「業務純益」は前年同期を３億85百万円下回る12億89百万円、「コア業務純益」は前

年同期を４億50百万円下回る11億63百万円となりました。 
 

（臨時損益） 

臨時損益は、不良債権処理額が前年同期比３億72百万円減少したことなどから、同２億

94百万円増加の▲８億円となりました。 
 

（経常利益、中間純利益） 

以上の結果、「経常利益」は前年同期比91百万円減少の４億88百万円、「税引前中間純

利益」は同１億41百万円減少の４億34百万円、「中間純利益」は同１億62百万円減少の３億

11百万円となりました。 
 

（信用コスト） 

「信用コスト」は、不良債権処理額の減少により、前年同期比68百万円減少の11億19百

万円となりました。 
 

〔 損益の状況 〕（表 2）                                                          （単位：百万円） 

 
26年 9月期 
実  績 

 25年 9月期 
実  績 

24年 9月期 

実  績 25年 9月期比 

業務粗利益 4,685 ＋ 6 4,678 4,632 

[ コア業務粗利益 ] [   4,255 ] [   ▲ 361 ] [   4,616 ] [   4,433 ] 

 

資金利益 4,083 ▲ 67 4,151 4,177 

役務取引等利益 171 ▲ 187 359 236 

その他業務利益 430 ＋ 261 168 218 

経費（除く臨時処理分） 3,091 ＋ 88 3,003 2,980 

 うち 人件費 1,596 ▲ 6 1,603 1,561 

 うち 物件費 1,308 ＋ 72 1,235 1,259 

一般貸倒引当金繰入額 304 ＋ 304 － 29 

業務純益 1,289 ▲ 385 1,675 1,622 

[ コア業務純益 ] [   1,163 ] [  ▲ 450 ] [   1,613 ] [   1,453 ] 

臨時損益 ▲ 800 ＋ 294 ▲ 1,095 ▲ 885 

 
(うち不良債権処理額) (     815 ) (  ▲ 372 ) (   1,188 ) (     838 ) 

(うち株式等損益) (      43 ) (   ＋ 16 ) (      27 ) (   ▲ 71 )  

経常利益 488 ▲ 91 579 736 

特別損益 ▲ 54 ▲ 50 ▲ 3 ▲ 2 
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26年 9月期 
実  績 

 25年 9月期 
実  績 

24年 9月期 
実  績 25年 9月期比 

税引前中間純利益 434 ▲ 141 576 734 

法人税、住民税及び事業税 57 ▲ 49    106 7 

法人税等調整額   66 ＋ 69 ▲ 3 ▲ 32 

中間純利益 311 ▲ 162 473 758 

（参考）信用コスト 1,119 ▲ 68 1,188 868 
 

※ 信用コスト ＝ 一般貸倒引当金繰入額 ＋ 不良債権処理額 
 

③ 不良債権の状況 

平成 26年９月末の金融再生法開示債権額は、危険債権が前年度末比 22億 53百万円増加

した結果、前年度末比 21億 16百万円増加の 139億 68百万円となりました。この結果、金

融再生法開示債権比率は前年度末比 0.48ポイント上昇の 3.46％となりました。 

なお、金融再生法開示債権のうち 79.51％にあたる 111 億６百万円については担保保証

等や貸倒引当金にて保全を行っております。 
 

〔 金融再生法開示債権比率の実績推移 〕（表 3）                                        （単位：百万円、％） 

 
26年 9月末 
実   績 

  
26年 3月末 
実   績 

25年 9月末 
実  績 26年 3月末比 25年 9月末比 

金融再生法開示債権 13,968 ＋ 2,116 ＋ 2,769 11,852 11,199 

 破産更生等債権 2,673 ▲ 127 ▲ 808 2,801 3,482 

 危険債権 11,224 ＋ 2,253 ＋ 3,588 8,971 7,635 

 要管理債権 70 ▲ 9 ▲ 11 80 82 

総与信残高 403,516 ＋ 7,031 ＋ 13,812 396,485 389,704 

不良債権比率 3.46 ＋ 0.48 ＋ 0.59 2.98 2.87 
 

※ 不良債権比率 ＝ 金融再生法開示債権残高 ÷ 総与信残高 
※ 総与信残高には、銀行保証付私募債に係る保証債務 7,539百万円を含みます。  
 

④ 自己資本比率の状況 

平成26年３月末より新国内基準（バーゼルⅢ）に基づき、自己資本比率を算出しており

ます。 

リスクアセットは前期末比27億90百万円増加の3,410億23百万円となったものの、自己資

本額が同７億34百万円増加の348億49百万円となった結果、自己資本比率は同0.13ポイント

上昇の10.21％となりました。 
 

〔 自己資本比率の状況 〕（表 4）         （単位：百万円、％） 

 
26年 9月末 
実   績 

 26年 3月末 
実   績 26年 3月末比 

自己資本 34,849 ＋ 734 34,114 

リスクアセット 341,023 ＋ 2,790 338,232 

自己資本比率 10.21 ＋ 0.13 10.08 
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２. 経営の改善に係る数値目標の実績 

(1) コア業務純益（収益性を示す指標） 

平成 26年９月期は、有価証券利息配当金が計画を上回ったものの、貸出金利回りが計画を

下回り貸出金利息が計画を３億 24 百万円下回ったことから資金運用収益は計画を２億 24 百

万円下回りました。このため、コア業務粗利益は計画を１億 62百万円下回る 42億 55百万円

となりました。 

一方、経費について、物件費は計画を上回ったものの、人件費は計画を下回り、経費全体

では計画を 24 百万円下回る 30 億 91 百万円となりました。この結果、「コア業務純益」は計

画を１億 38百万円下回る 11億 63百万円となりました。 

今後については、貸出金利回りが計画を下回ったことがコア業務純益の計画未達の要因で

あることから、貸出金利回りを引き上げていくため、比較的利回りの高い経営改善応援ファ

ンドによる支援強化や消費者ローンの増加を中心に、経営改善支援が必要なお客さまに対す

る資金供給や小口の新規融資のより一層の拡大を図り、中小規模事業者や個人向けを中心と

した貸出の増加等による収益性の向上に努めてまいります。また、金融商品の窓口販売やソ

リューション営業による手数料の獲得強化にも努めてまいります。 
 

〔 コア業務純益の計画・実績 〕（表 5）                                               （単位：百万円） 

 始  期 
26/3期 
実 績 

26/9期 27/3期 
計 画 

27/9期 
計 画 

28/3期 
計 画 計   画 実   績 計 画 比 始 期 比 

コア業務純益 3,226 3,273 1,302 1,163 ▲ 138 ▲ 900 2,897 1,518 3,385 
 

※ コア業務純益 ＝ 業務純益 ＋ 一般貸倒引当金繰入額 － 国債等債券関係損益 

※ 計画始期 ＝ 25/9期実績 × 2倍 
※ 計画始期は通期ベースであるため、コア業務純益の始期比は平成 26年 9月期の実績を 2倍したものと比較しております。 
 

(2) 業務粗利益経費率（業務の効率を示す指標） 

平成 26年９月期は、前述のとおり、資金運用収益が計画を２億 24百万円下回ったものの、

国債等債券売却益が計画を３億 82 百万円上回りその他業務収益が計画を２億 98 百万円上回

ったことから、業務粗利益は計画を２億 32百万円上回る 46億 85百万円となりました。 

また、お客さまの利便性向上や営業力の強化・人財育成、地域経済の活力向上に繋げるた

め、ＡＢＬの取扱要領作成のための費用等経費を投入する一方、引き続き、経費節減に努め、

経費（機械化関連費用を除く）は計画を 12百万円下回った結果、「業務粗利益経費率」は計

画を 3.13ポイント下回る 54.78％となりました。 

今後についても、業務粗利益の更なる積上げを図るとともに、機械化関連費用を除く経費

の適切な運用と節減に努め、業務粗利益経費率の低減を図ってまいります。 
 
〔 業務粗利益経費率の計画・実績 〕（表 6）                                                （単位：百万円、％） 

 始  期 
26/3期 

実 績 

26/9期 27/3期 

計 画 

27/9期 

計 画 

28/3期 

計 画 計 画 実 績 計画比 始期比 

経費 

（機械化関連費用を除く） 
4,978 4,839 2,579 2,566 ▲ 12 ＋ 155 5,060 2,650 5,211 

業務粗利益 9,356 9,222 4,453 4,685 ＋ 232 ＋ 13 9,125 4,743 9,795 

業務粗利益経費率 53.21 52.47 57.91 54.78 ▲3.13 ＋1.57 55.45 55.87 53.20 
 

※ 業務粗利益経費率 ＝（経費－機械化関連費用） ÷ 業務粗利益 
※ 機械化関連費用は、事務機器等の機械賃借料、機械保守費、減価償却費等を計上しております。 
※ 計画始期 ＝ 25/9期実績 × 2倍 

※ 計画始期は通期ベースであるため、機械化関連費用を除く経費、業務粗利益の各始期比は平成 26 年 9 月期の実績を 2 倍
したものと比較しております。 
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３. 経営の改善の目標を達成するための方策の進捗状況 

当行では、平成26年３月に策定した「経営強化計画」において、「地域に貢献し、真に必要と

される銀行」であることを目指し、『 地域密着型金融の徹底による地域経済の活性化、地域へ

の貢献 』を基本方針に据え、これを実現するための取組方針として、①「地域への徹底支援」、

②「現場力の強化」、③「顧客基盤の拡充」、④「収益力及び経営基盤の強化」の４つを定めま

した。 

当行は、これらの取組方針に基づく諸施策を確実かつ持続的に実施し、これまで以上に地域

の中小企業等や個人のお客さまに対してコンサルティング機能を発揮するとともに、円滑な資

金供給と質の高いサービスの提供に努めることで、県経済の活力向上と地域の発展に貢献して

まいります。 
 

取組方針に基づく諸施策の進捗状況は、以下のとおりです。 

   

(1) 地域への徹底支援 

① お客さまの経営改善・事業再生に向けた経営支援 

イ. お客さまの経営改善に向けた経営支援 

ａ．「経営改善応援ファンド」の創設による積極的な資金供給 

経営改善を必要とする中小企業等のお客さまの資金ニーズに対応することを目的

として、足許の財務状況は必ずしも芳しくないものの、合理的で実現可能性の高い「経

営改善計画」を策定するなど、経営改善が見込めるお客さまに対し、同計画に基づき、

お客さまの経営改善に必要な新規融資をプロパー貸出で対応する「経営改善応援ファ

ンド」を平成 26年４月に創設し、平成 26年９月末現在、19先に対し 2,606百万円の

融資を実行しました。同ファンドを活用し、これまで以上に積極的な資金供給を行っ

てまいります。 
 

ｂ. 経営改善計画の策定・推進に向けた積極的な支援 

中小企業等のお客さまには、様々な事情により、自力で経営改善計画を策定するこ

とが困難なケースも多くみられる状況にあります。 

そうした状況も踏まえ、お客さまとの協働を基本方針としつつ、合理的で実現可能

性の高い「経営改善計画」の策定に向け、営業店と融資部企業支援室（以下、「企業

支援室」といいます。）が連携して、お客さまの事業内容・償還能力・経営課題等を

把握・分析し、積極的に策定支援を行っております。 

また、同計画の策定にあたっては、お客さまを取り巻く厳しい経営環境を踏まえ、

早い段階で経営改善支援に着手し、必要に応じて貸出条件の緩和を含めた柔軟な対応

を行うことなどで、お客さまの資金繰りや財務状況の改善を促進する方針として取り

組んでおります。 

当行では、経営改善支援等の十分な効果を得るためには、集中的な支援が重要であ

ることから、平成 26年度上期においては、企業支援室と営業店で協議し、124先を「経

営改善支援等取組み先」として選定しております。具体的な取組として、企業支援室

による営業店指導、営業店と帯同又は企業支援室担当者によるお客さま訪問、定期的

なモニタリング等を行っております。これにより経営改善計画等の進捗状況を把握・

管理し、債務者の実態把握に努めるとともに、経営改善のアドバイスを適宜行ったほ

か、必要に応じ、中小企業再生支援協議会等の外部専門機関や税理士・公認会計士・

弁護士等の外部専門家と連携し、経営改善計画の策定支援を行うなど、お客さまの経
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営相談や事業再生等の経営改善支援機能の強化に努めております。その結果平成 26

年度上期において「経営改善支援等取組み先」124 先の内、新たに外部専門機関等を

活用し経営改善計画の策定支援を実施した先は７先となっております。 

また、営業統括部ソリューション推進室（以下、「ソリューション推進室」といい

ます。）は、平成 26年４月より同計画の進捗状況に関して、営業店と企業支援室が実

施している「経営改善支援先等協議会※」に適宜参加し、お客さまのライフステージ

等に応じ、ビジネスマッチングや技術開発支援等によるビジネスモデルの構築、新た

な販路獲得や販路拡大（以下、「販路拡大等」といいます。）支援に取り組んでおりま

す。 
 

※ 「経営改善支援先等協議会」とは、経営改善支援等取組みを実施している先について融資部及び営業店に

より、お客さまの状況に合わせた取組み方針を協議する場です。平成 26 年度上期における「経営改善支援

先等協議会」の開催実績は５回となっております。 
 

ｃ. ＡＢＬの取組み強化 

売掛債権・動産等を担保とするＡＢＬについては、担保となる在庫や商流のモニタ

リングを通じ、経営改善支援等を必要とする中小企業等のお客さまの実態把握・課題

分析等の向上にも有効であると考えております。 

当行は、ＡＢＬの取組みを強化するため、平成 25年 12月に業務提携した外部専門

会社のノウハウを活用することで、ＡＢＬの推進態勢を整備し、お客さまの経営改善

に繋がる資金供給を積極的に行うとともに、お客さまの実態把握・課題分析等の向上

に取り組んでおります。 

平成 26 年度上期において、経営改善支援としてＡＢＬを活用した実績は１先の 15

百万円となっております。 
 

ロ. お客さまの事業再生に向けた支援 

ａ. 抜本的な経営改善計画の策定・推進に向けた積極的な支援 

更に一歩踏み込んだ抜本的な事業再生支援を行うことにより、経営改善が見込める

中小企業等のお客さまに対しては、より精度の高い抜本的な「経営改善計画」の策定

に向け、前述のノウハウを活用し、企業支援室が支援するほか、必要に応じて外部専

門機関・専門家等の第三者的な視点や専門的な知見・機能を活用し、計画策定を積極

的に支援してまいります。 
 
ｂ．ＤＤＳやＤＩＰ資金等の活用による再生支援 

当行では、整理回収機構や西日本シティ銀行の事業再生に関するノウハウを活用し

た様々な手法による事業再生支援に取り組み、そのノウハウを蓄積してまいりました。 

今後も、抜本的な事業再生を必要とするお客さまの早期再生に向け、そのノウハウ

を活用するとともに、外部専門機関・専門家等とも連携し、抜本的な経営改善計画に

基づき、ＤＤＳやＤＩＰ資金等の事業再生手法を活用した金融支援に積極的に取り組

んでまいります。 

平成 26 年度上期は、ＤＤＳの取組はなかったものの、ＤＩＰ資金は 1 件の３百万

円実行しました。 
 

ｃ．事業再生ファンド等の活用による再生支援 

当行では、大分ベンチャーキャピタル株式会社が運営する事業再生ファンド「九州

中小企業支援ファンド」（平成 21年８月組成）及び事業再生ファンド「おおいたＰＯ

ＲＴＡファンド」（平成 25 年４月組成）へ出資しているほか、平成 25 年３月にあお

ぞら銀行グループと業務提携し、事業再生ファンド「九州地域活性化ファンド」を活
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用できる仕組みを整備しております。 

当行では、抜本的な事業再生や事業転換を必要とする中小企業等のお客さまに対し

ては、外部専門機関等の連携による事業再生方策の策定支援を行い、事業再生ファン

ドが有する再生機能の活用や債権放棄等の金融支援を行うことで、お客さまの早期再

生を促進してまいります。 

また、事業再生ファンドの活用等を行う際は、これまでと同様、地域内の雇用や商

流など、地域経済への影響にも十分に配慮して取り組んでまいります。 

なお、平成 26年度上期は上記ファンドの利用はありません。 

平成 26 年度上期は中小企業再生支援協議会の関与のもと、スポンサー型の第二会

社方式による事業再生支援に取り組んでおります。 
 

ｄ．「３行合同地域再生支援委員会」の活用による再生支援 

平成 25 年３月に当行、宮崎太陽銀行、南日本銀行で「３行合同地域再生支援委員

会」を設立し、お客さまに対する事業再生支援の更なる強化を通じて地域経済の活性

化と各行の貸出資産の健全化を図るため、各行の経営改善支援等に関する手法・知見

を共有し、さらに外部専門家や地域経済活性化支援機構との連携強化に取り組むこと

といたしました。 

平成 26 年度上期においては、計３回の委員会を開催し、業務提携を行っているあ

おぞら銀行グループも交え３行の事業再生支援に関する手法・知見を共有するととも

に、お客さまの経営改善支援のため、地域横断的連携によるビジネスマッチング等の

協議も行っております。 

今後も、同委員会を定期的に開催し、同委員会を通じて３行のノウハウを共有する

とともに、外部機関等の第三者的な視点や専門的知見を活用した事業再生支援等のコ

ンサルティング機能の一層の発揮に努め、中小企業等のお客さまに対する事業再生支

援態勢の強化を図っていくとともに、地域横断ビジネスマッチングによるお客さまの

トップライン改善に繋がる態勢整備に取組んでまいります。 
 

ハ．外部専門機関・専門家等との連携強化 

ａ. 中小企業再生支援協議会との連携 

平成 26年度上期については、「中小企業再生支援協議会」と連携を図り、６先の経

営改善計画策定等の支援を実施し、その他外部専門家等を活用して経営改善計画策定

等の支援に関与した先は５先となっております。 

企業支援室は中小企業再生支援協議会と定期的に意見交換会を実施しているほか、

経営改善等案件の事前協議等も随時行っております。平成 26 年度上期は意見交換会

を１回実施しております。今後も、同協議会との連携強化を図り、中小企業等のお客

さまに対する経営改善等支援の実効性を向上させてまいります。 
 
ｂ. 地域経済活性化支援機構との連携 

当行では、「地域経済活性化支援機構」（ＲＥＶＩＣ）のノウハウやネットワークの

活用に向けて、同機構と企業支援室で意見交換会を実施し、経営改善等案件の事前相

談等を行っているほか、お客さまの事業再生と地域経済活性化への取組みとして、平

成 26 年３月 31 日に、同機構の実施する「特定専門家派遣業務」（事業再生等の専門

的なノウハウを持った人材を同機構から派遣する業務）に関する契約を締結いたしま

した。今後については、改善計画策定支援に関し、セカンドオピニオンとして計画の

妥当性の検証など、同機構の第三者的な視点や専門的知見・機能を活用し、お客さま

の経営改善計画策定を積極的に支援してまいります。 
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ｃ. 経営革新等支援機関及び行政との連携 

平成 24年 11月に中小企業経営力強化支援法が規定する「経営革新等支援機関」の

認定を受けており、当該支援機関に付与される支援措置を積極的に活用するとともに、

他支援機関との連携強化を図っております。 

また、大分県が平成 24年 10月に立ち上げた「大分県中小企業サポート推進会議」

に参加し、他の認定支援機関と経営改善支援について意見交換を行うとともに、大分

県信用保証協会が実施する「サポートミーティング」事業も積極的に活用し、コンサ

ルティング機能の向上や情報提供機能の積極的な発揮に努めております。なお、新規

のサポートミーティング事業の活用については、平成 26 年度上期の実績はありませ

んでした。 

今後も、他の支援機関及び行政との連携強化を図り、お客さまの経営改善支援態勢

の強化に取り組んでまいります。 
 

ニ. 経営改善等支援態勢の強化 

中小企業等のお客さまに対する経営改善等支援を徹底するにあたり、重要な役割を担

う本部専担部署である「企業支援室」及び「ソリューション推進室」については、平成

26年 10月１日で企業支援室 10名、ソリューション推進室 11名（平成 26年度上期に上

級ＭＡ１名退職）、合計 21名となりました。上級ＭＡの定着率向上ならびに今後の採用

増加に向け、平成 26年度上期に成功報酬等の改定を実施致しました。 

今後についても、増員を含めた態勢強化を図ってまいります。 

企業支援室とソリューション推進室の連携強化については、平成 25年 12月から経営

改善支援策に関する情報交換会を開始し、平成 26年度上期は６回開催しております。   

また、営業店と企業支援室で実施している「経営改善支援先等協議会」にソリューシ

ョン推進室が適宜参加することとしております。 
 

〔 企業支援室、ソリューション推進室人員推移表 〕（表 7）             （単位：人） 

 
Ｈ26.10.1 

実績 

  Ｈ26.4.1 

実績 

Ｈ25.10.1 

実績 Ｈ26.4.1 比 Ｈ25.10.1 比 

企業支援室 10 ± 0 ± 0 10 10 

ソリューション推進室 11 ▲ 1 + 2 12 9 

合  計 21 ▲ 1 + 2 22 19 

 

② お客さまの成長・発展に向けた経営支援 

イ. 新商品「ほうわビタミンローン」の積極的な推進 

中小企業等のお客さまの増加運転資金や設備資金のニーズに円滑かつ迅速な資金供

給を行うことを目的として、引き続き「ほうわビタミンローン」（金額 20 百万円以内、

原則無担保、平成 26年３月発売）を積極的に推進した結果、平成 26年度上期の実行は

209 先 1,806 百万円となりました。これからもお客様の小口資金ニーズに迅速に審査に

対応し、お客さまとの貸出取引の拡充に努めてまいります。 
 
〔 ビタミンローンの残高推移 〕（表 8）      （単位：件、百万円） 

 
26年 9月末 
実   績 

 
26年 3月末 
実   績 26年 3月末比 

融資件数 504  + 340 164 

融資残高 2,230 + 1,211 1,019 
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ロ. お客さまのライフステージに応じた経営支援 

ａ. 創業・新事業支援に向けた取組み 

当行では、これまで創業や新事業を目指すお客さまに対して、事業計画等の作成支

援及び大分県や各市町村（以下、「自治体」といいます。）の各種支援制度等に関する

情報提供を通じた支援に取り組んできたほか、併せて技術評価や製品化のニーズもあ

るお客さまに対しては、大分大学との業務連携による「産学連携支援サービス」の提

供や「技術相談会」の開催などを通じた支援に取り組んでおります。 

平成 26 年度上期においては、自治体の創業支援制度融資や当行のプロパー資金、

ほうわ成長基盤強化ファンドを積極的に活用し、クリニック、介護施設、太陽光発電、

飲食店、自動車整備業、不動産業など、97先、3,141百万円の創業・新事業に関する

資金需要に対応しました。 

また、平成 26 年６月に創業支援融資に独自のノウハウを持つ日本政策金融公庫大

分支店および別府支店と「業務連携・協力に関する覚書」を締結し、協調して創業支

援融資の取り組みを開始したほか、同年９月には、日本政策金融公庫と共催による「創

業・経営支援セミナー」を開催し、定員 30名に対し 34名が参加しました。 
 

ｂ. ビジネスマッチングに向けた取組み 

当行では、お客さまの販路拡大等に向けた支援として、第二地方銀行協会加盟行と

の共同開催による商談会や西日本シティ銀行を中心とした九州地区の地域金融機関

による合同商談会、行政機関と連携した商談会を積極的に活用しております。平成 26

年度上期においては、お客さまの販路拡大支援、及び地場産業の振興寄与を目的とし

て、以下のとおり商談会を開催しました。これらの合同商談会に参加したお客さまか

らは、大手流通業者や全国のバイヤーと情報交換・商談ができたことにより、自社の

強み、弱みをあらためて認識できる格好の場であると好評を得ております。 

また、「ＨＯＷＡビジネスマッチング情報交換制度※」に基づき、お客さまの販路拡

大支援に向けて取り組んでおり、今後もお客さまの販路拡大支援及び地場産業の振興

寄与、並びに関連する信用供与ニーズの確保に取り組んでまいります。 

更に、平成 26 年５月から稼動開始した「新情報系システム」（ＢＡＮＫ－Ｒ）※を

活用し、顧客ニーズに対するスピーディな対応とニーズにマッチした質の高い金融サ

ービスを提供することとしております。 
 

※ 「ＨＯＷＡビジネスマッチング情報交換制度」とは、取引先の経営支援強化を図るため、取引先のビジネ

スマッチング情報ニーズを全店で共有化し、本支店間及び業務提携先と情報交換を行うことで、取引先へ仕

入先、販売先、技術提携先、業務提携先などのビジネスパートナーとの出会いの場の提供や、紹介を行うも

のであります。  
※ 「新情報系システム」（ＢＡＮＫ－Ｒ）は、お客さま情報の参照、交渉履歴の管理、行動計画の策定・実

績の管理、営業目標・実績の管理、将来のお取引に繋がるお客さまニーズの登録等、営業活動を支援する機

能を有しています。 
 

   〔 合同商談会の開催状況 〕（表 9）  

開催日 主 催 開催名 商談先 参加企業数 
 

当行エントリー数 

Ｈ26.6.23 

当行、西日本シテ

ィ銀行、長崎銀

行、肥後銀行 

東急ハンズ鹿児

島店開業記念商

談会 

東急ハンズ博多

店・熊本店・鹿児

島店 

22 5 

Ｈ26.7.2 
第二地方銀行 25

行 

地方発「食の魅

力」発見プロジェ

クト 2014 

首都圏不特定多

数 
129 1 

Ｈ26.9.3 
当行、西日本シテ

ィ銀行、長崎銀行 

マルイ開業記念

商談会 
㈱丸井 40 1 
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ｃ. 事業承継、Ｍ＆Ａ支援に向けた取組み 

当行では、事業承継や相続対策ニーズのあるお客さまに対して、提携先の税理士及

び公認会計士等と帯同訪問を行うことで、引き続き、最適なソリューションの提供に

努めてまいります。 

平成 26 年度上期においては、お客さまの事業承継等のニーズに対応するため、営

業統括部ソリューション推進室の「Ｍ＆Ａシニアエキスパート※」資格保有者３名を

中心として提案活動を展開してまいりました。 

Ｍ＆Ａ業務の同期間のクロージング実績はありませんでしたが、今後とも外部専門

機関や外部専門家と連携し、Ｍ＆Ａマッチング支援、相続対策支援にスピーディかつ

適切に対応してまいります。 
 

※ 「Ｍ＆Ａシニアエキスパート」とは、Ｍ＆Ａに精通した人材の養成を図ることにより、中小・零細企業の

経営の安定・持続的成長、経営者・従業員の生活基盤の安定等に資することを目的とし、一般社団法人金融

財政事情研究会が創設した制度に基づき認定された資格です。 
 

ｄ. 海外取引・海外進出支援に向けた取組み 

当行では、経済のグローバル化やアジア新興諸国の経済成長等により、中小企業等

のお客さまの海外進出ニーズが高まっていることを踏まえ、外部専門機関・専門家等

と業務提携し、お客さまの海外取引・海外進出に向けた支援に取り組んでおります。 

平成 26 年度上期においては、ジャパン・ビジネス・ポータル有限責任事業組合と

の帯同訪問を実施し、お客さま 1社に海外進出支援に伴う市場調査及び販路網拡大支

援等のノウハウ、貿易取引等のリスクマネジメントに関する情報の提供を行いました。 

今後とも、外部専門機関・専門家等と連携し、アジア地域への貿易や製造・販売拠

点の設置、海外生産委託等の海外ビジネス支援を強化するとともに、経済産業省が推

進する「海外展開一貫支援ファストパス制度※」に支援機関として参加しており、支

援メニューの拡大を図って資金ニーズの掘り起こしに努めてまいります。 
 

※ 「海外展開一貫支援ファストパス制度」とは、日本再興戦略の国際展開支援事業として定められているも

ので、地域金融機関や商工会議所など、国内各地域の企業支援機関から、外務省、ＪＥＴＲＯ等、海外展開

支援に知見がある機関に対して、有望企業の紹介を円滑に行う制度です。 
 

ハ. 大分県の成長産業への取組み 

ａ. 観光関連産業 

平成 26 年度上期は、観光関連産業を営むお客さまに対し、前述の各種商談会の開

催や「ＨＯＷＡビジネスマッチング情報交換制度」の活用等による販路拡大支援等を

通じ、コンサルティング機能の発揮による支援・助言の強化に取り組んでおります。

観光客数の緩やかな回復を受け、旅館・ホテル等の設備需要が増加したことにより、

平成 26年９月末の同産業への融資先数は平成 26年３月末比１件減少したものの、融

資残高は同 1,547百万円増加の 7,067百万円となりました。観光客のニーズは発地型

から、着地・体験型の需要が増すなど、新しい観光需要も期待されており、幅広く観

光産業への資金供給を提供することに加え、「おんせん県おおいた」の周知について

も大分県と同調し取組みを強化してまいります。 
 

〔 観光関連産業融資先数、残高推移  〕（表 10）                       （単位：先、百万円） 

 
26年 9月末 
実   績 

  26年 3月末 
実   績 

25年 9月末 
実   績 26年 3月末比 25年 9月末比 

取引先数 56  ▲ 1 + 1 57 55 

融資残高 7,067 + 1,547 + 1,432 5,520 5,635 
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ｂ. 医療・介護関連産業 

医療機関、介護事業者等のお客さまに対し、コンサルティング機能を発揮し、医療

制度・介護保険制度改革等に係るセミナーの開催や経営指標・マーケット分析資料等

の情報提供、開業支援等を徹底するとともに、資金ニーズの掘り起こしに努めており

ます。 

平成 26 年度上期は、診療報酬改定もあり大分市内の病院訪問を実施し改定内容の

情報提供、ニーズ調査等に取り組みました。介護事業者については大分県内の開業５

年目程度までの介護施設訪問を実施し、当初計画と実績の相違から生じる資金ニーズ

の発掘や同業ベンチマーク指標の提供による財務アドバイス等、開業後の課題、ニー

ズを把握し情報提供、コンサルティング機能の発揮に取り組みました。その結果、平

成 26 年９月末の同産業への融資先数は平成 26 年３月末比 17 先増加し、融資残高は

同 2,077百万円増加の 23,838百万円となりました。 
 

〔 医療・介護関連産業融資先数、残高推移  〕（表 11）                  （単位：先、百万円） 

 
26年 9月末 
実   績 

  26年 3月末 
実   績 

25年 9月末 
実   績 26年 3月末比 25年 9月末比 

取引先数 273  + 17 + 19 256 254 

融資残高 23,838 + 2,077 + 4,475 21,761 19,363 

 
ｃ. 環境・エネルギー関連産業 

平成 26年度上期は、太陽光発電事業の売電収入を担保とした債権譲渡担保契約（Ａ

ＢＬ）に基づくファイナンス・スキームを活用し、お客さまへの提案活動を強化した

結果、平成 26 年９月末の同産業への融資先数は平成 26 年３月末比 77 先増加し、融

資残高は同 2,686百万円増加の 11,712百万円となりました。 

また、平成 26年度上期は、太陽光発電事業の売電収入を担保としたＡＢＬを 51件

の 2,346百万円実施しております。 

平成 26年９月 24日公表の九州電力株式会社による「九州本土の再生可能エネルギ

ー発電設備に対する接続申込みの回答保留」を受け、太陽光発電事業を中心に回答保

留の措置に伴う影響があるものと考えております。今後、本件に関連したさまざまな

相談も想定されることから、お取引先への親身な対応を心がけ、今後の動向には細心

の注意を払い、太陽光発電事業に加え、地熱、小水力についても情報収集を行うとと

もに取組みを強化してまいります。 
 

〔 環境・エネルギー関連産業融資先数、残高推移  〕（表 12）             （単位：先、百万円） 

 
26年 9月末 
実   績 

  26年 3月末 
実   績 

25年 9月末 
実   績 26年 3月末比 25年 9月末比 

取引先数 203 + 77 + 134 126 69 

融資残高 11,712 + 2,686 + 6,076 9,026 5,636 

 
ｄ. 食品製造・加工関連産業 

平成 26年９月末の融資残高は平成 26年３月末比 121 百万円増加の 4,373 百万円と

なりました。 

同業種への経営支援として、各種商談会の開催や「ＨＯＷＡビジネスマッチング情

報交換制度」の活用等による販路拡大支援、提携先の外部専門機関等による海外展開

等に向けた情報・ノウハウの提供等を通じ、コンサルティング機能の発揮による支援・

助言の強化に取り組んでおります。 
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また、６次産業化への新しい取組として、平成 26年６月に、日本政策金融公庫との

業務提携を実施いたしました。６次産業化等に関する独自のノウハウを持つ日本政策

金融公庫と地域密着した当行の業務特性を活かし、６次産業化支援に努めてまいりま

す。 
 

〔 食品製造・加工関連産業融資先数、残高推移  〕（表 13）                （単位：先、百万円） 

 
26年 9月末 
実   績 

  26年 3月末 
実   績 

25年 9月末 
実   績 26年 3月末比 25年 9月末比 

取引先数 96 + 6 + 4 90 92 

融資残高 4,373 + 121 + 369 4,252 4,004 

 

ニ. 自治体等との施策協調の取組み 

平成 26 年度上期は、自治体及び商工会議所等の中小企業関係団体の施策と歩調を合

わせ、中小企業等のお客さまに対し、自治体等の中小企業振興策等に関する情報提供や

自治体等が主催する、創業支援、自動車関連事業、再生エネルギー関連事業、医療関連

事業などの各種セミナーの紹介を行うとともに、会合へ積極的に参加しました。 

また、自治体が行う補助金案内や支援事業の案内に関してはお客さまへ周知活動を積

極的に行い、お客さまへの情報提供を実施いたしました。 
 

 (2) 現場力の強化 

① 現場に対する営業サポート体制の強化 

イ. 専門渉外担当者の増員による営業サポート 

・上級マネーアドバイザー（以下、「上級ＭＡ」といいます。） 

平成 26 年度上期も引続き増員を計画したものの、退職により平成 26 年９月末は平

成 26年３月末と変わらず２名（証券会社および銀行就労経験者）体制となりました。 

平成 26年度上期においては、保険 275百万円、投資信託 359百万円の実績を挙げま

した。 

今後も、多様化するお客さまの金融ニーズに対応するとともに、営業店のサポート

として販売支援を強化し、業務負担の軽減を図ります。 
 

・年金アドバイザー 

平成 26年度上期は、平成 26年３月末に比べ４名増員（平成 26年度上期：４名入行）

し、７名で年金口座の獲得に努めてまいりました。 

平成 26 年度上期においては、年金受取口座の指定 80 件、ほうわサンクスサービス

の加入 52件、その他公共料金の自振契約等 25件の実績を挙げました。 

また、情報提供により営業店と連携し定期預金を25件56百万円純増獲得しました。 

今後も継続し、大分市内の団地店舗を中心に配置して、年金振込口座の獲得による

預金の増加を図ります。 
 

ロ．ほうわホルトホールプラザの活用による営業サポート 

ほうわホルトホールプラザは、ＪＲ大分駅前の至便なエリアに位置し、個人のお客さ

まが利用しやすいように年中無休（年末年始を除く）、平日は午後７時まで営業する体

制を構築し、各種ローンや資産運用、相続、年金、保険等のご相談・お申込みに対応し

ております。 

同プラザの平成 26 年度上期の実績については、住宅ローンの取扱額が 2,059 百万円

と全行取扱額 4,942百万円の４割を占め、また、保険商品を 84百万円、投信を 22百万
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円販売し、支店業績に貢献するとともに、支店相談業務の軽減にも貢献しました。ほう

わホルトホールプラザの活用を一段と促進することで、お客さまにより質の高いサービ

スの提供に努めるとともに、各種ローンや金融商品販売の推進に係る営業店の業務負担

を軽減させてまいります。 

〔 ほうわホルトホールプラザ実績推移  〕（表 14）                     （単位：百万円） 

 
26年 9月末 
実   績 

  26年 3月末 
実   績 

25年 9月末 
実   績※ 26年 3月末比 25年 9月末比 

住宅ローン取扱額 2,059 ▲ 34 + 1,583 2,093 476 

投資信託販売額（千円） 22,300 + 3,200 + 5,300 19,100 17,000 

保険商品販売額（千円） 83,677 ▲ 8,323 + 54,677 92,000 29,000 
 

※ ほうわホルトホールプラザは平成 25年７月オープン。およそ２カ月分の実績になります。 
 

ハ. コールセンター機能の充実・強化による営業サポート 

平成 26年度上期は、消費者ローン、とりわけカードローンの新規契約増加等を柱に、

個人のお客さまに対しコールセンターから電話勧誘を行っております。さらに、カードロー

ン利用促進を図ることを目的に、電話による夜間の案内や頻度の増加を図りました。   

また、営業店との情報交換を密にし、顧客対応にもスピード感を持って対応しており

ます。従前より継続している提携保証会社の講師による勉強会は、個々人のレベルアッ

プに繋がり、営業店サポート体制強化に寄与しています。 

平成 26 年度上期のコールセンターの取扱件数は 1,026 件、取扱金額は 1,154 百万と

なり、前期比微減となりましたが、カードローンの取扱件数は前期比５件の増加、残高

で 30百万円の増加となりました。 

中小企業等のお客さま向けコールセンター開設については、先発他行の動向を調査す

るとともに、ノウハウを学び、漸次準備を進めております。 
 
〔 コールセンター取扱件数及び取扱額  〕（表 15-1）    （単位：件数、百万円） 

 
26年度上期 
実   績 

 
25年度下期 
実   績 25年度下期比 

ローン取扱件数 1,026 ▲ 279 1,305 

ローン取扱額 1,154 ▲ 8 1,162 

 

〔 カードローンコールセンター取扱件数及び取扱額  〕（表 15-2）（単位：件数、百万円） 

 
26年度上期 
実   績 

 
25年度下期 
実   績 25年度下期比 

カードローン実行件数 377 5 372 

カードローン実行額（枠） 228 23 205 

カードローン残高 136 30 106 

 

② 営業力の強化 

イ. 融資渉外力のスキルアップによる営業力の強化 

融資に関するスキルアップを図るために、平成 26 年度上期は融資スキルアップ研修

を２回開催しました。 

行内留学等に関しては、若手行員の企業実態把握と格付けスキル向上のために「ブロ

ック寺子屋」（融資部が営業店に出向いて個別指導）を期中 54 回開催したほか、「融資

部トレーニー」を期中６名実施、「ソリューション推進室への行内留学」を期中３名実
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施し、フォロー研修も実施しました。「営業店トレーニー」については期中 1 名の実施

となりました。 

行外研修の派遣については、次の通り積極的に営業店行員を派遣しました。 
 
・「企業調査講習会」(みずほ銀行主催)に公募により営業店行員 1名派遣 

・「法人新規開拓実践講座」(第二地銀協主催)に公募により３名の営業店行員を派遣 

・「目利き能力強化研修」（第二地銀協主催）に公募により営業店行員３名を派遣 

・「目利き能力強化研修（福岡開催）」（第二地銀協主催）に公募により営業店行員を

８名派遣 

今後も、集合研修、各種トレーニーの活用、行外研修にも積極的に派遣を行い、実践

力の向上を図ってまいります。 
 

ロ．ソリューション推進室による営業力の強化  

当行では、中小企業等のお客さまが抱える様々な経営課題等に関するご相談・ニーズ

に適切に対応するため、西日本シティ銀行から法人ソリューション部門に係るノウハウ

の提供等を受けるとともに、ソリューション推進室に専門的知識を有するプロパー職員

を配置することで、お客さまに対する最適なソリューションの提案やファイナンス支援

等に取り組んでおります。 

平成 26 年度上期における具体的な取組みとしては、営業店が収集したお客さまのニ

ーズ・情報に基づき、ソリューション推進室による融資案件の組成支援を行い、環境・

エネルギー関連事業や医療・介護関連事業など専門知識が必要な案件に対しての営業店

サポートを実施いたしました。 

今後も、ソリューション推進室と営業店の連携強化により営業力の強化に努めてまい

ります。 
 

ハ. 「新情報系システム」（ＢＡＮＫ－Ｒ）の活用による営業力の強化  

平成 26 年５月の「ＢＡＮＫ－Ｒ」稼動に向けて営業支援システムにおける利用方法

の行内研修やマニュアルの開示を行い、システム稼動へ向けて準備を進めてまいりまし

た。本システムの稼動により、営業店と本部関係部署とで必要な各種情報を効果的に共

有・活用することで、お客さまの新規融資を含めたニーズに対するスピーディな対応と

ニーズにマッチした質の高い金融サービスを提供することが可能となりました。 

また、営業店長や渉外担当者の行動管理も本システムにて行っており、行動管理の強

化や中小企業向け貸出の積上げ等に向けた訪問活動の量・質の向上を図っております。 
 

ニ．専門渉外担当者による営業力の強化  

平成 26 年度上期は、「上級ＭＡ」２名、「年金アドバイザー」は７名体制にて直接顧

客訪問を行うことで営業店の支援を行いました。 

平成 26年度上期には「年金アドバイザー」を４名増員しており、10月以降も増員し、

より質の高いサービスの提供と帯同訪問による営業店支援を実施し、地域密着および基

盤拡充を図ってまいります。 
 

ホ. 店頭営業力の強化 

店頭営業力の強化策として、内務行員の中から推進のリーダーとして期初にマネーア

ドバイザー（以下、「ＭＡ」といいます。）を指名しております。情報の共有化や金融知

識の習得のため週に１回ＭＡが中心となって勉強会を開催し、内務行員全員のレベルア

ップを図っております。 
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また、お客さまのニーズによりマッチした質の高いサービスを提供し、商品を提案で

きるスキルアップを図るため、平成 26 年度上期は、ＭＡを中心とした研修を２回行い

ました。 
 

ヘ. 西日本シティ銀行との業務連携強化とノウハウ活用による営業力の強化 

ａ. ビジネスマッチング分野での業務連携強化 

ビジネスマッチングに向けた取組み（９頁、②-ロ-ｂ）に記載の通り、西日本シテ

ィ銀行を中心とした九州地区の金融機関との合同商談会を定期的に開催しており、平

成 26 年度上期はテナント募集式の商談会を開催するなど、新たな取組みも行いまし

た。 

今度とも、ビジネスマッチング分野での業務連携を強化し、中小企業等のお客さま

の販路拡大等に向けた支援を徹底するとともに、資金ニーズの掘り起こしに努めてま

いります。 
 

ｂ. 法人ソリューション部門のノウハウ活用 

当行では、西日本シティ銀行からの出向者２名をソリューション推進室に配置し、

医療・介護関連や再生エネルギー関連業務、事業承継・Ｍ＆Ａ業務等、法人ソリュー

ション部門に係るノウハウの提供を受け、その蓄積に努めております。 

平成 26 年度上期における具体的な取組みとしては、事業承継に関わる連携では、

事業承継案件を共有し、事業承継先のファインディングを実施し、ビジネスマッチン

グについては、仕入先の紹介によるマッチングの成約を行ったほか、融資業務に関す

る情報交換等を行い、お客さまの様々な経営課題を解決するノウハウの吸収に努めま

した。 
 
ｃ. 新商品導入、販売強化策のノウハウ活用 

平成 26 年度上期において、西日本シティ銀行から、交通系クレジット一体型ＩＣ

キャッシュカード、消費者ローン、ＮＩＳＡ向け投資信託、一時払い終身保険、医療

保険商品に関するノウハウの提供を受けております。これにより、平成 26 年度上期

及び下期に取扱いを開始するものは以下のとおりです。 

・一時払い終身保険の発売（平成 26年７月：19件、47百万円の実績） 

・医療保険商品の発売（平成 26年７月に７商品：９件の実績） 

・投資信託新商品の発売（平成 26 年９月に２商品：66 件、117 百万円の実績、11

月に２商品） 

・消費者ローンの発売（平成 26年 10月に２商品） 

・「なんでん JQSUGOCA」の発売（平成 26年 11月） 
 

(3) 顧客基盤の拡充 

① 中小企業等のお客さまとの取引基盤拡充に向けた取組み 

イ. 中小企業等のお客さまとの貸出取引の拡充 

ａ. 訪問活動の徹底 

中小企業等のお客さまに対する積極的な資金供給と経営支援を徹底するためにも、

「行動量の増加」を掲げ、新規のお客さま及び既に取引を頂いている中小企業等のお

客さまへの訪問活動を通じた情報収集、資金ニーズの掘り起こしに努めてまいりまし

た。 

今後も、金融商品の販売を支援する「資産運用渉外（上級ＭＡ）」や年金受取口座

の獲得を専門に推進する「年金アドバイザー」などの渉外担当専門職の配置や「ほう
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わホルトホールプラザ」「コールセンター」の活用を一段と促進することで営業店支

援体制の強化を図り、訪問活動の増加につなげてまいります。 
 

ｂ. 小口融資の積極的な推進 

中小企業等のお客様の多様な資金ニーズにお応えするため、「ほうわビタミンロー

ン」等の商品により、さらに小口融資を積極的に推進し、お取引先の裾野を広げたこ

とで、平成 26年９月末は、事業貸出先数は平成 26年３月末比 84先増加の 5,340先、

中小規模事業者等向け貸出残高は同７億円増加の 2,199億円となりました。 
 

〔 事業貸出先数※及び中小規模事業者等向け貸出残高の推移  〕（表 16）   （単位：先数、億円） 

 
26年 9月末 
実   績 

  26年 3月末 
実   績 

25年 9月末 
実   績 26年 3月末比 25年 9月末比 

事業貸出先数 5,340 + 84 + 284 5,256 5,056 

中小規模事業者等向け貸

出残高 
2,199 ＋ 7 ＋ 92 2,192 2,107 

     
※ 事業貸出先数 ＝ 企業及び個人事業者（消費者ローン・住宅ローンのみの先を除く）で融資残高のある先 

※ 「中小規模事業者等向け貸出」とは、銀行法施行規則別表第一における「中小企業等」から個人事業者以外の個

人を除いた先に対する貸出で、次の貸出を除外しております。 

・ 政府出資主要法人向け貸出、及び特殊法人向け貸出 

・ 土地開発公社向け貸出、地方住宅供給公社向け貸出、及び地方道路公社向け貸出 

・ 大企業が保有する各種債権又は動産・不動産の流動化スキームに係るＳＰＣ向け貸出 

・ 当行の子会社向け貸出、及び当行を子会社とする銀行持株会社等（その子会社も含む）向け貸出 

・ 個人向け貸出 

・ 上記のほか金融機能強化法の趣旨に反するような貸出 

 

ロ. 中小企業等のお客さまとの預金取引の拡充  

平成 26 年度上期においては、預金の安定的な調達を図るため中小企業等取引先との

預金増強に向けた推進を引き続き実施し、平成 26年９月末の法人預金残高は平成 26年

３月末比 3,146百万円増加の 155,011百万円、うち流動性預金は同 6,003百万円減少の

69,620百万円、定期性預金残高は同 9,149百万円増加の 85,390百万円となりました。 
 

〔 法人預金の推移  〕（表 17）                                （単位：百万円） 

 
26年 9月末 
実   績 

  26年 3月末 
実   績 

25年 9月末 
実   績 26年 3月末比 25年 9月末比 

法人預金残高 155,011 ＋ 3,146 ＋ 3,305 151,864 151,705 

 

流動性預金 69,620 ▲ 6,003 + 6,678 75,623 62,942 

定期性預金 85,390 + 9,149 ▲ 3,372 76,240 88,763 

 

② 個人のお客さまとの取引基盤拡充に向けた取組み 

イ. 個人のお客さまとの貸出取引の拡充 

ａ. 住宅ローンの推進 

引き続きリテール推進グループと「ほうわホルトホールプラザ」が連携し、業者を

含めたお客さまへの来店誘致活動、住宅販売業者への訪問営業、ハウスメーカー展示

場への積極参加、マンションプロジェクト対応案件へのローン推進、業者向けの勉強

会開催などに積極的に取組んでまいりました。 

消費税増税による駆け込み需要の反動があったにもかかわらず、平成 26 年９月末
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の住宅ローン残高は平成 26年３月末比 735百万円増加の 93,267百万円となり、うち

ほうわホルトホールプラザでは平成 26年度上期に 2,058百万円を取り扱いました。 

また、住宅ローンについては、シーズニング効果等、同ローン特有のリスク特性を

有していることを踏まえ、住宅ローン関連の収支が当行収益に与える影響の分析や将

来的な信用リスク量の把握等、住宅ローンに関するリスク管理の強化にも継続し取組

んでまいります。 
 

〔 住宅ローン残高の推移  〕（表 18-1）                           （単位：百万円） 

 
26年 9月末 
実   績 

  26年 3月末 
実   績 

25年 9月末 
実   績 26年 3月末比 25年 9月末比 

住宅ローン残高 93,267 + 735 + 4,015 92,532 89,252 
 
〔 ほうわホルトホールプラザ取扱額の推移  〕（表 18-2）                   （単位：百万円） 

 
26年度上期 
実   績 

  25年度下期 
実   績 

25年度上期 
実   績 25年下期比 25年上期比 

住宅ローン取扱額 2,058  ▲ 35 + 752 2,093 1,306 

 
ｂ. 消費者ローンの推進 

消費者ローンについては、平成 25 年度下期同様、インターネット事前仮審査受付

とフリーローン金利優遇キャンペーン、オートローンを積極的に宣伝し、非対面（イ

ンターネット及びＦＡＸ・郵送による仮審査申込）受付によるローンの増強を図りま

した。また、コールセンターによるカードローン利用者に対して増額借換えのアウト

バウンドコールを実施しました。 

その結果、平成 26 年９月末の消費者ローン残高（カードローン含む）は、平成 26

年３月末比 339百万円増加の 13,225百万円となりました。 
 

〔 消費者ローン（カードローン含む）残高の推移  〕（表 19）           （単位：百万円） 

 
26年 9月末 
実   績 

  26年 3月末 
実   績 

25年 9月末 
実   績 26年 3月末比 25年 9月末比 

消費者ローン残高 13,225 + 339 + 1,073 12,885 12,152 

 

ロ. 個人のお客さまとの預金取引の拡充 

ａ. 給振受皿口座の推進 

取引基盤の拡充及び個人取引のメイン化を図るため、お客さまにコンビニＡＴＭの

利便性、会員制サービスの「ほうわサンクスサービス」の優位性を積極的にＰＲし、

給振受皿口座の獲得推進を強力に展開しました。さらに４月の新入社員入社時期にあ

わせて、「給与振込キャンペーン」を実施し、給与振込口座の獲得による個人基盤の

取引拡大に取組みました。 

その結果、平成 26 年９月末における給振受皿口座数は 32,254 口と平成 26 年３月

末比 815 口増加、ほうわサンクスサービス契約者数は同 2,885 先増加の 26,196 先と

なりました。 

ほうわサンクスサービスの周知等を図り、給振受皿口座数の増加に努めてまいりま

す。 
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〔 給振受皿口座、ほうわサンクスサービス契約者数の推移  〕（表 20）     （単位：口、先） 

 
26年 9月末 
実   績 

  26年 3月末 
実   績 

25年 9月末 
実   績 26年 3月末比 25年 9月末比 

給振受皿口座数 32,254 + 815 + 689 31,439 31,565 

ほうわサンクスサービス
契約者数 26,196 + 2,885 + 5,531 23,311 20,665 

 
ｂ. 年金受取口座の推進 

高齢化の進展が予想されることを見据え、平成 24年 10月より年金受給者層のお客

さまとの接点を強化することを目的に、「年金アドバイザー」制度を導入しておりま

す。平成 26 年９月末の年金アドバイザーは７名と平成 26 年３月末より４名増加し、

現在７名体制で大分市内と別府市内の団地店舗を中心に活動しております。また、年

金に関する様々な相談にお応えする「年金相談会」をほうわホルトホールプラザや営

業店において平成 26年度上期は 11回開催し、専門家によるセミナーの後、個別相談

会を実施しております。更に、前述のコンビニＡＴＭやほうわサンクスサービスをＰ

Ｒし、年金受取口座の獲得推進を図っております。 

結果として、平成 26年９月末の年金受取口座は 20,126口となりました。 

今後も上記の施策を継続的に実施し、年金受取口座の獲得に努めてまいります。 
 

〔 年金受取口座の推移  〕（表 21）                      （単位：口） 

 
26年 9月末 
実   績 

  26年 3月末 
実   績 

25年 9月末 
実   績 26年 3月末比 25年 9月末比 

年金受取口座数 20,126 ▲ 143 + 88 20,269 20,038 

年金アドバイザー 

獲得年金受取口座 
80 + 17 + 36 63 44 

 

ハ. 個人のお客さまとの金融商品取引の拡充 

平成 26 年度上期は、新経営強化計画に基づき以下の施策を実施し、多様化するお客

さまの金融ニーズに迅速かつ的確に対応することで、投信・保険商品等、金融商品取引

の拡充を図っております。 

ほうわホルトホールプラザでは、資産運用に興味をお持ちのお客さまや既に金融資産

を保有されているお客さまを対象とする無料セミナーを平成 26年度上期に 13回開催し

ております。うち 1回は、ほうわホルトホールプラザ１周年記念セミナーとして開催し

多くのお客さまの参加を頂きました。また、営業店との連携を確実に行い、投信・保険

商品等を取り揃え、資産運用のご提案を行う等お客様のライフサイクルにあわせて総合

的な金融サービスのご提供をさせていただいております。 

また、平成 26 年９月末現在、２名の上級ＭＡがお客様のニーズにあわせて、より高

度なご提案をさせていただいております。 

更に、ＭＡ、店頭行員向けに外部講師による研修等を実施しており、お客さまへのコ

ンサルティング能力や提案力向上のために専門性を高めております。 

しかしながら、平成 26 年度上期の金融商品販売額は、渉外担当者について中小企業

等向け貸出に注力させるため販売目標を減額したこと等もあり、平成 25 年度下期に比

べ、▲1,138百万円の減少し、4,519百万円となりました。 

今後とも、お客さまに対する質の高い金融サービスを提供するとともに、金融商品販

売後のお客様に対するアフターフォローの強化に努めてまいります。 
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〔 金融商品販売額（個人以外も含む）※の推移  〕（表 22）             （単位：百万円） 

 
平成 26年度 
上期実績 

  
平成 25年度 
下期実績 

平成 25年度 
上期実績 平成 25年度 

下期比 

平成 25年度 

上期比 

金融商品販売額 4,519 ▲ 1,138 ▲ 1,818 5,657 6,337 

※ 金融商品 ＝ 投資信託 ＋ 保険商品 ＋公共債 
 

(4) 収益力及び経営基盤の強化 

① 収益力の強化 

前述の諸施策を確実に実施することで、中小規模事業者等向け貸出を増加させるととも

に、リスクに見合った適正なプライシングの徹底、小口融資や消費者ローンの増強等を実

現し、安定した収益の確保を図ったものの、貸出金利回りの低下等を主な要因として平成

26年９月期は、コア業務純益は計画を 138百万円下回る 11億 63百万円となりました。ま

た、業務粗利益経費率は計画を 3.13ポイント下回る 54.78％となりました。 
 

② 経営基盤の強化 

イ. 審査力の強化に向けた取組み 

西日本シティ銀行からの出向者３名を融資部内に配置し、個別案件審査や管理業務に

おいて、同行のノウハウの吸収・蓄積により、一層のコンサルティング機能を発揮した

審査力の強化に努めております。 

また、行員の審査・管理能力向上のために、平成 26 年度上期は、営業店行員６名を

行内留学生として融資部で受け入れたほか、平成 26 年６月には監査法人を講師に招き

経営改善計画策定検証に関するテーマを含めた自己査定セミナーを開催しました。加え

て、財務分析や資金繰り、実態把握等の能力向上のために平成 26 年５月、７月に外部

講師による融資スキルアップ研修を開催しました。 
 

ロ. 業務の効率化・生産性の向上に向けた取組み 

ａ. 営業店・本部業務の生産性向上 

平成 25年２月に設置した「業務革新委員会」（委員長：頭取）からの提言事項に対

し、平成 26年度上期に以下の対策を実現しております。 

[1］「おまとめ記帳」のＤＭ発送廃止 

総合口座・普通預金通帳に記帳されていない取引明細数が一定の条件に達して合

算記帳が行われた場合に、事業組合システムバンキング共同センター（以下、「ＳＢ

Ｋ」といいます。）で自動作成され、該当のお客さまへＤＭ発送される「おまとめ記

帳（預金後日記帳表）」について、平成 26年 10月以降の同ＤＭ作成及び発送を廃止

しました。 

なお、この廃止は、あて先不明で返却された郵便物にかかる営業店の管理負担を

軽減することが主な目的であり、お客さま向けには当行ホームページで事前に廃止

のお知らせを行うとともに、廃止された同ＤＭに代えて、合算記帳分の取引明細を

ご依頼に応じて営業店窓口で無料発行させていただくサービスをご案内しておりま

す。 
 

[2] 出力不要の為替受信票廃止 

当行の受取人口座への自動入金処理が正常に走行した場合であってもプリンタ出

力されていた為替受信票について、同受信票の伝票綴り込みなど営業店の事務負担

を軽減する目的で勘定系システムの一部改良を行い、出力不要とする扱いに変更し
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ました。 
 

[3] 融資実行伝票のＡ５サイズ統一 

大半の伝票サイズがＡ５判に移行済みの中、Ｂ６サイズのままであるために伝票

製本作業に手間を要する一因となっていた融資伝票について、他の伝票と同様、Ａ

５判への統一を実現しました。 
 
また、上記業務革新委員会提言事項への対応以外に、これまで入金の都度、集金印

を押印する「判取り式」であった定期積金通帳に関して、総合口座・普通預金通帳等

と同様に磁気ストライプを付加して取引明細を端末印字できるタイプに一新し、お客

さまご自身によるＡＴＭ入金を可能としました。 

さらに、平成 26 年５月より、ＳＢＫ加盟行との共同により電子稟議システムの運

用を開始しました。電子稟議の運用開始に伴い、紙媒体での稟議を廃止することで、

コピー用紙の使用枚数の削減につながるほか、稟議書の保管管理に係る事務負担やリ

スクの低減を実現しました。 

今後とも、営業店・本部業務の生産性向上に向け努めてまいります。 
       

ｂ. 営業店業務の本部集中化 

平成 26 年度上期に以下のような営業店業務の本部集中化に向けた準備を実施して

おります。 

[1] 大分県内手形交換所統廃合第２フェーズの準備 

平成 25 年 11 月に実施された第１フェーズの手形交換所統廃合後、大分県内に存

在する３交換所のうち、日田・佐伯交換所が大分交換所へ一本化されることに向け

ての準備を進めました（平成 26年 11月統合）。 
 

[2] 公金ＯＣＲ処理システムへの公共料金集計機能追加 

歳入金、大分県公金、大分市公金、別府市公金を処理対象としている公金ＯＣＲ

処理システムに、電気料金など公共料金の処理機能を追加する準備を進めました（平

成 27年４月稼動予定）。 
 

ハ. システム化等によるお客さま向けサービスの向上に向けた取組み 

平成 26 年度上期に、以下のとおりシステム化によるお客さまサービスの向上に取組

んでおります。また、この取組みにおいては、ＳＢＫ加盟行による共同化メリットを最

大限発揮できるよう留意しております。 

[1] 「なんでん ＪＱ ＳＵＧＯＣＡ」の準備 

ＪＲ九州、九州カードとの提携により、当行のキャッシュカードに電子マネー・

クレジット機能を付加した一体型カード「なんでん ＪＱ ＳＵＧＯＣＡ」の発売（平

成 26年 11月）に向けて、必要なシステム対応を完了しました。 
 
[2] インターネットバンキングの安全性向上 

法人・個人向けのインターネットバンキングを安全にご利用いただくため、平成

26年度上期中に以下の対応を実施または準備に取り組みました。 
 

・法人向けインターネットバンキングにおける不正送金被害を防止するため、「受取

人口座都度指定・当日扱い取引」を一律に停止させていただき、受取人口座番号

を事前登録する方式を利用者にご案内しました。 

・法人向けインターネットバンキングにおける不正送金被害を防止するため、ログ

イン時に入力していただくソフトウェア・トークン方式の「ワンタイム・パスワ
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ード」を導入しました。 

・法人向けインターネットバンキングにおける不正送金等で生じた被害について、

被害補償方針と損害保険の導入を決定しました。 

・パソコンで法人・個人向けインターネットバンキングをご利用中のユーザに対し、

不正アクセス防止のためのセキュリティ対策ソフトを無料で配付することを決

定しました。 
 

ニ. ＳＢＫ加盟行との連携強化に向けた取組み 

平成 26 年度上期中、ＳＢＫ加盟行間においては、次の共同化案件に関する各行実務

担当者・システム担当者を交えた協議等を実施しております。 

[1] スクリーニング共通化 

[2] 相続事務集中 

[3] 文書統合管理システム 

[4] ＩＢ等に係る登録業務の集中化 

[5] 為替ＯＣＲ代行発信 

[6] 雑益明細検索システム 

[7] グループウェア共通化 
 

ホ. 専門性を有する人財育成の強化に向けた取組み 

お客さまの多様化する様々なニーズに対して、適切かつ迅速に対応できる専門性を有

する人財を育成するため、平成 26 年度上期は第二地方銀行協会主催の研修を中心とし

て行外研修 25講座に、43名の行員を派遣しました。 

また、資格の取得については、「動産評価アドバイザー」を１名が取得したほか、「金

融内部監査士」の資格を３名が取得しました。 

今後も「地域への徹底支援」の実現に向けて、動産評価アドバイザー、Ｍ＆Ａシニア

エキスパート、事業再生アドバイザー、農業経営アドバイザー、サービス・ケア・アテ

ンダント等の資格者を輩出する取り組みを強化してまいります。  

育成カリキュラムおよびキャリア・アップ・プログラムについては、早期策定に向け

て取り組んでまいります。 
 

ヘ. 行員のモチベーション向上に向けた取組み 

行員のモチベーション向上、働きがいのある職場環境づくりに向けて、平成 26 年度

上期には、賞与水準の引き上げ、満 55歳超行員の処遇見直し、通勤手当の一部見直し、

全営業店長との面談による希望職務調査等を実施しました。今後も人事協議会等の場を 

活用し、現状の課題の解決、“ＥＳ（従業員満足度）の向上”に向けた協議を引き続

き実施してまいります。 

また、本計画中の新規融資等の各種取組みの実効性を担保するため、平成 26 年度上

期より営業店総合表彰制度の項目に地域密着型金融の徹底項目を追加した内容に改正

しております。加えて、個人表彰において経営改善支援等への取組み優績者ならびに担

保・保証に過度に依存しない貸出の取組み優績者を表彰項目に追加するとともに人事考

課について、プロセスを含めた実績評価を行う内容へ変更致しました。 
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４. 従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項の進捗状況 

(1) 業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策 

当行では、業務執行に対する監督機能を強化すべく、平成 18年６月より、取締役への業務

執行職委嘱を廃止し、業務執行と監督機能を明確に分離しているほか、平成 19年６月以降は

社外取締役１名（非常勤）を選任し、取締役会の監督・牽制機能の強化を図っております。 

加えて、社外常勤監査役１名の就任（平成 18 年 10 月）、監査役会付行員の配置等を通じ、

監査役会の機能強化も図っております。 

今後とも、現体制を維持し、経営管理態勢の強化に努めてまいります。 
 

(2) リスク管理の体制の強化のための方策 

① 統合的リスク管理体制強化のための方策 

当行では、リスク資産・負債毎にリスク指標の一つであるＶaＲを計測し、配賦したリス

ク資本と対比することにより、リスク量をコントロールしております。 

資本の配賦は、毎期、直近のリスク量の傾向を捉え、外部環境や事業計画等との整合性

を考慮した上で案を策定し、ＡＬＭ／リスク管理協議会等での協議を経て、取締役会で決

定しておりますが、平成 26年度上期においても、適切にリスク量を予測し相応のリスク資

本を配賦しました。 

また、月次で計測された信用リスク、市場リスク等のリスク量については、その変動に

ついて、内外の要因を分析した上で、配賦されたリスク資本と対比し、ＡＬＭ／リスク管

理協議会に報告するなど、適切に管理を行っております。 
 

② 信用リスク管理体制強化のための方策 

イ. 基本方針とリスク管理方法 

信用リスク管理の強化が当行の健全性及び収益性の観点からも極めて重要であるこ

とを踏まえ、的確な信用リスクの把握・管理に努めるとともに、適切なリスクテイクに

よる収益の追求、最適な与信ポートフォリオの構築を図っております。 

また、適切な与信業務運営に向けて、平成 26年度上期においても、「信用リスク関連

研修」、「営業店案件相談会」、「融資部留学」を継続的に開催し、同研修等を通じて、信

用リスク管理の重要性と管理手法についての指導や、各種信用リスク関連規定の厳正な

取扱いについて周知徹底を図りました。 
 

ロ. 与信ポートフォリオ管理 

特定の業種や債務者への与信集中リスクを回避するために、個社別の与信ガイドライ

ンの設定を行うとともに、大口先については、与信の状況及び業況等について継続的に

モニタリングを実施しております。 
 

ハ. 債務者の実態把握 

個別案件の審査時や期中管理にあたっては、債務者の財務状況のみならず、資金繰り、

経営環境、成長性等を総合的に判断することにより実態把握を行っております。 

また、業況が悪化している債務者については、営業店と本部が一体となり、経営改善

に向けた指導のほか、貸出条件の変更や事業再生への取組みを行っております。 

特に、大口先債務者については、資金繰り管理の強化のために、資金決済口座の一元

管理化への取組み及び入出金管理を随時実施することで資金繰り管理強化に努めてお

ります。 
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平成 26 年度上期は、債務者の実態把握能力向上を目的として、中小企業再生支援全

国本部から講師を招いての経営改善計画策定をテーマとした集合研修や、監査法人から

講師を招いた自己査定セミナー、財務分析や目利き能力向上を目的とした融資スキルア

ップ研修を開催したほか、外部機関が主催する目利き研修等へ主に営業店行員を中心に

派遣を行いました。 
 

ニ．正確な自己査定の実施 

平成 26 年度上期においては、外部講師による研修、信用リスク関連研修や営業店訪

問による勉強会を通じて、正確な自己査定の実施に関する指導・周知を行いました。 

また、平成 20 年度から、格付精度についての分析・検証を実施しており、今後も継

続して格付精度の向上に向けた取組みを行ってまいります。 
 

ホ．償却・引当実施 

償却・引当については、償却・引当規程および償却・引当マニュアルに基づき、厳正

に算定しております。なお、平成 25 年度より要管理先及び破綻懸念先のグループ総与

信 10億円以上の大口先については、原則としてＤＣＦ法等を採用しております。 

また、貸倒引当金の十分性については、前年度見積もりと実際の毀損状況や足許の毀

損率等の検証を行い、確認しております。 
 

ヘ．ストレステストの実施 

信用リスクのストレステストは、①関連会社を親会社に名寄せした企業グループによ

るリスク計測、②地価下落（下落率 10％、20％）による保全率低下、③景気後退による

建設・不動産業種の格付悪化のシナリオで計測し、リスク量の増加が自己資本に与える

影響を平成 26 年９月のＡＬＭ／リスク管理協議会において報告しております。なお、

今回、地価の下落率を 10％と 20％に設定した理由は、公表されている 26年の大分県の

地価平均が、３年前を 100 とした場合、住宅地で 93.0、商業地では 90.2 となっている

ため、よりストレスをかけて試算しました。 
 

ト．不良債権の適切な管理のための方策 

お客さまの業績悪化や延滞発生時には、営業店と企業支援室が連携して、経営改善の

実現可能性を早期に判断し、新規融資を含む適切な改善支援により、経営改善が見込め

るお客さまに対しては、経営改善計画の策定・推進に向けた積極的な経営改善支援を行

うことで、不良債権発生の未然防止やランクアップの実現に努めてまいります。 

更に一歩踏み込んだ抜本的な事業再生を行うことにより、経営改善が見込めるお客さ

まに対しては、外部専門機関・専門家等と連携し、抜本的な経営改善計画を策定した上

で、ＤＤＳの導入、事業再生ファンドの活用、債権放棄の実施などの金融支援も実施し

ていく方針であり、また「経営改善支援先等協議会」等を開催し、早期に対応策を協議

する態勢を継続してまいります。 

また、事業の存続を徒に長引かせることが、却って、経営者の生活再建に悪影響が見

込まれる場合には、企業支援室債権管理グループと外部専門機関等の連携により、債権

整理を前提とした再起に向けた方策を検討するなど、お客さまのライフステージに合わ

せたソリューションの提供に努めております。なお、平成 26 年度上期においては債権

放棄を含む再生支援案件を２先取り組んでおります。 

今後とも、お取引先や保証人の実態を十分に把握したうえで、経営者保証に関するガ

イドラインも踏まえ、回収方針を決定し、これに基づいて計画的に回収を行うとともに、

貸出金の償却や債権売却によるオフバランス化を進めてまいります。 
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③ 市場リスク管理体制強化のための方策 

イ．基本方針 

市場リスクについては、賦課された自己資本に照らして、収益力・リスク管理能力・

人的能力等を総合的に勘案し、経営体力からみて妥当と判断したうえで設定した限度枠

の中でリスクをコントロールし、収益性の向上に努めております。 

平成 26 年度上期においては、アベノミクス効果による円安・株高・金利低下のマー

ケット環境の中、市場リスクを十分注視した運営に努めた結果、リスク量（ＶaＲ）は

配賦リスク資本の範囲内で限度枠を超過することなく推移しました。 
 

ロ．リスク管理方針 

市場リスク管理については、ＶaＲや 100ＢＰＶ、アウトライヤー比率、評価損失等を

計測し、市場リスク部会、ＡＬＭ／リスク管理協議会等において経営層に報告し、協議

する態勢としております。 

また、ＶaＲ計測モデルについても、モデルの有効性検証のために定期的にバックテ

ストを実施し、市場リスク部会、ＡＬＭ／リスク管理協議会に報告しております。 

一方で、ＶaＲを用いた統合的リスク管理においては、市場リスク管理上、ＶaＲによ

るリスク計測に限界があることから、それを補完する目的で各種のストレステストを実

施しております。 

具体的には、「ＢＰＶと株式ベータ値によるテスト」、「過去に実際に発生した 10通り

のショック時の市場変動に基づいたテスト」、「イールドカーブの形状変化（ブルフラッ

ト、ベアフラット、ブルスティープ、ベアスティープの４パターン）によるテスト」を

実施しており、その結果を市場リスク部会、ＡＬＭ／リスク管理協議会に報告しており

ます。 
 

ハ. アウトライヤー基準への対応方針 

アウトライヤー基準（金利リスク量が自己資本の 20％以下）に適切に対応するため、

有価証券のみならず、預金・貸出金も含めた当行のバランスシート全体の金利リスク量

を算出し、市場リスク部会、ＡＬＭ／リスク管理協議会等において経営層に報告し、協

議する態勢としております。 

平成 26 年度上期における金利リスク量は、概ね自己資本の１～３％程度で推移し、

基準の 20％を大きく下回る水準での比較的低位安定した推移となりました。 
 

④ 流動性リスク管理 

流動性リスク管理につきましては、資産・負債のポートフォリオ構成を重要視し、大口

入出金の把握、預貸率の推移、資金繰り予想等を通じて流動性リスクの分析・評価を行い、

毎月の流動性リスク部会、ＡＬＭ／リスク管理協議会等において経営層に報告し、協議す

る態勢としております。 

日々の管理にあたっては、流動性準備量について準備率ならびにネットポジションの目

標値を設置し、資金繰り・担保繰り状況等についてモニタリングを実施しております。ま

た、半期ごとに流動性準備に係るストレステストを実施し、流動性リスク部会、ＡＬＭ／

リスク管理協議会等において、その評価・検討を行っております。 
 

⑤ オペレーショナルリスク管理 

イ. オペレーショナルリスク部会の機能発揮 

毎月定例もしくは臨時に開催されるオペレーショナルリスク部会では、出現した事務

リスクの原因分析、再発防止策の検討ならびにその有効性評価等に関し、常勤監査役及
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び監査部はじめ本部関係部署の担当者を交えた議論を行っており、その協議結果は、同

部会の上位機関であるＡＬＭ／リスク管理協議会に月次報告されております。 
 

ロ. 規程・マニュアル類の整備 

オペレーショナルリスク部会における協議等を踏まえ、全店に精度の高い事務取扱を

定着させることを目的として、事務統括部では、平成 26 年度上期に各規程・マニュア

ル類の整備に取り組んでおります。 
 

ハ. 効果的な臨店事務指導の実施 

事務統括部における臨店事務指導では、事務事故・ミス及び集中業務不備等の発生状

況等に基づいて半期毎に重点指導項目を見直すとともに、対象店舗の選定に際しても、

事務水準表における営業店別の傾向や監査部監査結果等を踏まえ、優先順位付けを行っ

たうえで指導に臨むこととしております。 

加えて、一律の重点指導項目を網羅的に検証する「共通指導」のほかに、新任担当者

等の育成を目的に繰返し臨店する「特別指導」も設けており、両者を組み合わせながら

全店の事務レベル向上に取組んでおります。 

なお、平成 26 年度上期は、４月及び５月は定例異動により生じた新任常時検印者や

出納担当者への特別（個別）指導を中心に実施し、６月以降は全店共通の目線に基づく

共通指導を 42か店すべてに対して実施した結果、のべ臨店数は 60か店となっておりま

す。 
 

ニ. 集合研修の実施 

法改正・制度変更対応や新たな事務取扱の追加等に関する周知、ならびに営業店で発

生した事務事故・ミスに係る情報を水平展開して再発防止・未然防止を図ること等を目

的として、事務統括部では、平成 26年度上期に５回の集合研修を実施しております。 
 

ホ. システムリスクに関するＳＢＫとの情報共有、協議状況 

ＳＢＫと加盟６行の間では、システム担当者、システム担当部長、システム担当取締

役など、構成員の職階別に定例開催される専門部会、運営部会、幹事会、理事会におい

て、システムリスクに関する情報交換や協議がそれぞれ行われ、認識の共有化が図られ

ております。 

また、重要なシステムのサービス開始等に際しては、加盟行及びＳＢＫ事務局の間で

システム稼働判定が行われる仕組みを有しております。 

なお、平成 26年度上期中に運営部会（システム担当部長級が参加）は 10回開催され、

システムリスク管理等について協議されました。 
 

ヘ. 当行内におけるシステムリスク管理関連の対応状況 

勘定系・情報系ならびに対外系をはじめとする基幹システムに関しては、ＳＢＫと連

携してシステムリスク管理の取組みを行う一方、当行内にあっては、本部各部が保有す

るサブシステムを中心に定例のリスク再評価を実施するとともに、基幹システム・サブ

システムに万一の障害が発生した場合の緊急対応に係る態勢整備に取り組んでおりま

す。 

なお、行内のサブシステムに係るリスク再評価は毎年 11 月末基準で行うため、平成

26 年度上期中の活動実績はありませんが、平成 26 年度上期には、本部組織変更に伴う

「システム障害対応マニュアル」の改定をしております。 
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ト. 障害時対応訓練の充実 

システム障害発生時の被害拡大防止や迅速な復旧等を図ることを目的として、平成 26

年度上期には、行内において２回（全店一斉現金手払い訓練、現金搬送訓練）の訓練を

実施しております。 
 

(3) 法令遵守の体制の強化のための方策 

①法令等遵守に係る経営姿勢の明確化 

部店長会議やコンプライアンス集合研修等のあらゆる機会を捉え、経営陣自ら、法令等

遵守に関する経営姿勢・方針を表明し、その周知徹底を図っております。 

また、不適切な事案が発生した場合は、賞罰委員会への審議要請の可否をコンプライア

ンス協議会にて協議するなど、信賞必罰に至るプロセスを協議会の出席者全員で共有し、

遵守マインドの向上と規律ある行動の浸透・定着を図っております。 

なお、当行における法令等遵守態勢の実効性及び法令等遵守に対する取組み状況につい

て、外部委員から意見・助言を受けるため、「法令監査委員会」を平成 26 年度上期中に２

回（平成 26年５月 15日、平成 26年９月 25日）開催しております。 
 

② コンプライアンス協議会の機能発揮 

取締役会に直轄したコンプライアンスに関する審議機関として、全ての常勤役員・部長

で構成する「コンプライアンス協議会」を、平成 26年度上期中に８回開催（内、２回は臨

時開催）しました。 

同協議会では、コンプライアンス・プログラムの履行状況、反社会的勢力への対応状況、

不祥事件等の再発防止に向けた取組みや不適切な事案が発生した場合における賞罰委員会

への付議要請の可否等に関して審議を行っております。 

また、下部機関である「コンプライアンス部会」についても、上期中に８回開催（内、

２回は臨時開催）し、コンプライアンス協議会への付議事項を事前に検討・協議し、問題

点等の分析・洗出しに努めております。 
 

③ コンプライアンス統括機能の充実・強化 

コンプライアンス統括部においては、コンプライアンス協議会及びコンプライアンス部

会の運営、各部署からの定例報告の徴求等を通じ、コンプライアンス・プログラムや不祥

事件の再発防止策の実施状況等を定期的に把握・管理し、そのフォローアップを実施して

おります。 

また、平成 26年度におけるコンプライアンス臨店の実施については、所定の点検項目に

関するチェック方式による定量的な点検・指導方法とし、年度内に全営業店に対して臨店

を実施することとしております。なお、平成 26年度上期のコンプライアンス臨店は 17か

店実施し、営業店の法令及び取扱いルールの遵守状況に関するモニタリングに努めるとと

もに、法令等遵守の重要性及び法令等違反行為の発生時における本部報告の徹底を図って

おります。 
 

④ コンプライアンス研修等の充実・強化 

平成 26年度上期においては、第二地方銀行協会主催の「新任役員セミナー（第 17回）」、

「監査役セミナー（第 15回）」に参加しました。 

また、職員の法令等遵守に関する認識・知識を向上させるため、集合研修計画に基づき、

コンプライアンス専門研修を３講座〔営業店コンプライアンス担当者・役席者研修、役員・

部長コンプライアンス研修、本部コンプライアンス担当者・役席者研修〕開催、新入行員

研修、新任支店長研修、新任役席者（係長）研修、新規採用者研修（２回）、渉外スクール、



 

－ 27 － 

マネーアドバイザー研修、窓販強化研修、公金・出納担当者研修、入行２年目行員研修、

年金アドバイザー研修（２回）等、職階・職務別に開催された他部署主催の 12講座の集合

研修において、コンプライアンスに関する講義を織り込み、実施しております。 
 

⑤ 反社会的勢力に対する態勢強化 

反社会的勢力との取引の未然防止ならびに排除に向けて、毎月開催されるコンプライア

ンス協議会並びにコンプライアンス部会で取組み状況や反社会的勢力情報の追加等を報告

しているほか、暴力団排除条項適用検討会を随時開催しております。 

反社会的勢力情報については随時更新し、スクリーニングシステムを活用して反社会的

勢力との取引の未然防止ならびに排除を図っております。 

また、「大分県銀行警察連絡協議会」、「大分県警察・金融機関暴力対策連絡協議会」に参

加し、警察や暴力追放大分県民会議ならびに顧問弁護士等と連携し、反社会的勢力の排除

に向けた情報交換等にも努めております。 
 

(4) 経営に対する評価の客観性の確保のための方策 

平成 26年度上期中においては、平成 18年 10月に設置した弁護士、大学名誉教授、民間企

業経営者の３名で構成する「経営評価委員会」を２回開催しました。 

当委員会では、インターネットバンキング不正送金事案への対応、店舗建替・移転計画等

について審議が行われ、第三者の視点で外部委員から貴重な意見・助言を頂いており、それ

らは取締役会への報告を通じて経営に活かされ、経営に対する評価の客観性確保に寄与して

おります。 

今後とも、継続的に開催し、経営の客観性の確保に努めてまいります。 
 

(5) 情報開示の充実のための方策 

① 四半期毎の情報開示の充実 

当行では、お客さま、株主をはじめとする投資家の皆さま、地域社会等から正しい理解

と信頼を得るため、証券取引所への適時開示のほか、記者会見、プレスリリース、ホーム

ページへの掲載等により、迅速かつ正確な四半期の財務・業績情報の提供を行っており、

今後とも、迅速かつ充実した開示に努めてまいります。 
 

② 会社情報の適時開示 

当行では、迅速かつ充実した情報開示に取り組むため、大口不良債権の新規発生、不祥

事件の発生等、本部・営業店等からの各種情報は、総合企画部において、一元管理する体

制としております。 

経営管理部では、各種情報が適時開示情報に該当するか否かを判断し、原則として、取

締役会等の承認のもとに適時適切に開示しております。 

今後とも、銀行法、金融商品取引法その他の法令および証券取引所の定める適時開示規

則に基づき求められる情報に加え、経営の透明性を確保するため、リスク情報や部門別損

益情報などの情報開示にも努めてまいります。 
 

③ 主として業務を行っている地域への貢献に関する情報開示の充実 

当行は、県経済の活力向上と地域の発展に貢献するため、お客さまの経営改善等や成長・

発展に向けた経営支援、創業・新事業を目指すお客さまへの支援等の積極的に取り組むほ

か、環境、金融に関する教育、文化、防犯協力、ボランティア活動への貢献など、地域・

社会貢献、ＣＳＲ活動を幅広く展開しております。 

こうした取組みや活動については、ディスクロージャー誌や決算短信等に開示しており、

今後とも開示内容を充実させ、積極的に開示してまいります。 
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５. 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地域におけ   

る経済の活性化に資する方策の進捗状況 
 

(1) 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地域にお

ける経済の活性化に資するための方針 

当行は、地域の中小企業等のお客さまを取り巻く厳しい経営環境や今般の金融機能強化法に

基づく資本の入れ換えの趣旨を踏まえ、中小企業等のお客さまと真正面から向き合い、コン

サルティング機能を発揮し、お客さまの経営改善等及び成長・発展に向け、新規融資を含

む積極的な資金供給と経営支援を徹底することで、県経済の活力向上と地域の発展に貢献

していくことこそが、地域金融機関としての責務であると考えております。 

本計画においては、前述の取組方針 ①「地域への徹底支援」、②「現場力の強化」、③「顧

客基盤の拡充」、④「収益力及び経営基盤の強化」に基づく諸施策を確実かつ持続的に実施

することで、中小企業等や個人のお客さまに対して、円滑な資金供給に努めてまいります。 
 

(2) 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策 

① 中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策 

本計画では、前述のとおり、営業サポート体制の強化・充実に取り組み、渉外担当者が

中小企業等向け貸出の積上げに向けた営業活動に専念できる時間を確保することで、中小

企業等のお客さまへの訪問活動を徹底してまいります。 

また、融資渉外力のスキルアップ等による営業力の強化を図ることで、中小企業等のお

客さまの情報収集と資金ニーズの掘り起こしを徹底し、中小企業等向け貸出残高の積上げ

とお取引先数の増加に取り組んでまいります（詳細は、12頁 ３-(2)「現場力の強化」、15

頁 ３-(3)-①-イ「中小企業等のお客さまとの貸出取引の拡充」等に記載しております）。 
 

② 担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応し

た信用供与の条件又は方法の充実のための方策 

イ. 新商品「ほうわビタミンローン」の推進 

前述のとおり、大分県信用保証協会とタイアップした新商品「ほうわビタミンローン」

を積極的に推進し、平成 26年度上期の実行は 209件、1,806百万円となりました。引き

続き、中小企業等のお客さまの増加運転資金や設備資金のニーズに円滑かつ迅速な資金

供給を行ってまいります（詳細は、８頁 ３-(1)-②-イ「新商品「ほうわビタミンロー

ン」の積極的な推進」に記載しております）。 
 

ロ. ＡＢＬの推進 

ＡＢＬについては、売電収入（キャッシュフロー）を担保とした売掛債権担保融資の

スキームを確立しており、平成 26 年度上期においては、太陽光発電事業の売電収入を

担保とした債権譲渡担保契約に基づくファイナンス・スキームを活用し、期中における

実行は 51件、2,346百万円となりました。 

また、ＡＢＬの取り組みを行うにあたって、「動産譲渡担保権設定契約書」の作成を

行い体制整備を行いました。 

担保となる在庫や商流のモニタリングは、お客さまの実態把握・課題分析等の向上に

も有効であると考えております。また、ＡＢＬの取組みを行うにあたっては、規定化・

人材育成等を行う必要があり、外部専門家との連携によりノウハウを習得し、積極的に

採り入れてまいります。 
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ハ. ほうわＴＫＣローンの推進 

中小企業等のお客さまに対し、きめ細かな資金供給を行うべく、平成 24年７月に「ほ

うわＴＫＣローン」を新たな貸出商品として創設し、中小企業等向け貸出の積上げに取

り組んできており、平成 26年度上期における取扱いは６件、38百万円となりました。 

引き続き、ＴＫＣ会員の関与先である中小企業等のお客さまに対しては、外部専門家

であるＴＫＣ会員による定期的なモニタリング報告を重視する同ローンを推進し、与信

管理の中で、財務面に関する助言・提案等のコンサルティング機能を継続して発揮して

まいります。 
 

ニ. 私募債の受託推進 

地元大分に貢献しているお客さまに対する支援の一環として、「がんばろう大分私募

債」を継続的に取扱い、地域経済の活性化に貢献してきております。 

お客さまの長期・固定金利での資金調達ニーズへの対応として、財務諸表の精度が相

対的に高い地域のお客さまを対象に、銀行保証付私募債を推進しており、平成 26 年度

上期における引受実績は４件、540百万円となりました。 

今後も、お客さまの柔軟な資金調達ニーズへの対応として、お客さまの対外信用力の

向上にも繋がる「銀行保証付私募債」の受託業務の重要性に鑑み、引き続き、積極的に

推進してまいります。 
 

ホ. 知的財産担保融資の推進 

当行では、知的財産評価事業や知的財産流動化等のアドバイザリー事業等に豊富な実

績を有する㈱パテント・ファイナンス・コンサルティングと業務提携し、「ほうわ成長

基盤強化ファンド２（知的財産担保融資ファンド）」により、優れた技術力を有する地

域のお客さまが持つ特許権・商標権・実用新案権・意匠権・著作権等の知的財産権の価

値を評価し、その事業価値に応じて必要資金を供給する「知的財産担保融資」の推進に

取り組んでおります。 

現在、特許等の知的財産を活用している中小企業の事業を適性に評価し、金融機関か

らの融資可能性拡大に資するために、中小企業の知的財産ビジネス評価書を無料で作成

する「平成 26 年度知財ビジネス評価書作成支援」を特許庁が公募しており、37 件の採

択うち当行推薦企業より９件が採択となりました。採択企業より、知的財産の市場価

値・技術の客観的評価の確認ができ、今後の経営戦略への活用や対外的信用力の向上に

繋がるとの評価を得ており、本事業を活用した推進を積極的に行っていきます。 
 

③ 中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画を適切かつ円滑に実施するための方策 

イ. 新規先の開拓に向けた取組み 

職責・役割に応じた新規開拓対象先を明確にした上で、訪問先数の目標を設定し、訪

問活動を徹底し、お客さまのニーズや経営課題等の収集を徹底してまいりましたが、お

客さまのニーズにマッチした最適な解決・改善策の提供に時間がかかり、また他金融機

関との競合激化等により、平成 26 年度上期の新規貸出先開拓数は 232 先（25 年下期比

▲25件）で推移しております。 
 
〔 新規貸出先開拓数の推移  〕（表 23）                                    （単位：先） 

 
26年度上期 
実   績 

  25年度下期 
実   績 

25年度上期 
実   績 25年度下期比 25年度上期比 

新規貸出先開拓数 232 ▲ 25 + 14 257 218 
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ロ. 既取引先の貸出増強に向けた取組み 

中小企業等のお客さまへの訪問活動を徹底することで、お客さまのニーズや経営課題

がどこにあるのかを十分に把握し、そのニーズ等に応じた案件を組成し、貸出金の積上

げに取り組んでまいります。具体的には財務改善に必要な資金支援のほか、新規融資の

創出を行うため、販路拡大に必要な運転資金や収益力強化のための設備資金など、事業

面に関する融資提案を強化してまいります。 

また、本支店一体となったソリューション営業を強化することにより、資金ニーズの

創出に向けた提案型営業を展開してまいります。 
 

ハ. 融資案件相談会への持込案件のフォローアップ強化 

大分県信用保証協会と融資案件相談会を平成 26 年６月（福岡・熊本県を除く）に４

日間わたり大分県内全営業店 39か店の参加により開催しました。 

相談案件数は 439 件の 4,267 百万円で、平成 26 年９月までの実行は 155 件の 1,416

百万円となりました。案件組成を支援することで、お客さまへの提案セールスや、実行

への迅速化には一定の効果がみられました。 
 

【 中小規模事業者等に対する信用供与の残高の総資産に占める割合 】 

平成 26 年９月期は、中小規模事業者に対する貸出を積極的に推進したものの、第 1

四半期に大口融資（20 億円）の回収があったことに加え、資金需要の低迷が続くなか、

資金ニーズの掘り起こしが十分でなかったことなどから「中小規模事業者等向け貸出残

高」は 2,199 億円（計画比▲９億円）となりました。一方、「総資産残高」は 5,668 億

円（計画比▲30 億円）となったことから、「中小規模事業者等向け貸出の総資産に占め

る比率」は計画値を 0.05ポイント上回る 38.79％となりました。 

今後についても、お客さまの経営改善等及び成長・発展に向け、新規融資を含む積極

的な資金供給を徹底することで、地域経済の活力向上と地域の発展に貢献してまいりま

す。 
 
〔 中小規模事業者等に対する信用供与の計画・実績 〕（表 24）             （単位：億円、％） 

 
25/9末 

（始期） 

26/3末 
実 績 

26/9末 27/3末 

計 画 

27/9末 

計 画 

28/3末 

計 画 計 画 実 績 計画比 始期比 

中小規模事業者等 

向け貸出残高 
2,107 2,192 2,208 2,199 ▲ 9 ＋ 92 2,250 2,264 2,310 

総資産残高 5,520 5,625 5,698 5,668 ▲ 30 ＋ 148 5,785 5,740 5,804 

総資産に対する比率 38.17 38.98 38.74 38.79 ＋0.05 ＋0.62 38.89 39.44 39.79 
 

※ 総資産に対する比率 ＝ 中小規模事業者等向け貸出残高 ÷ 総資産残高 

 

(3) その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策 

① 創業又は新事業の開拓に関する支援に係る機能の充実の強化のための方策 

創業や新事業を目指すお客さまに対し、事業計画等の作成支援及び自治体の各種支援制

度等に関する情報提供、大分大学との業務連携による「産学連携支援サービス」の提供や

「技術相談会」の開催に加え、日本政策金融公庫等との共催による「創業セミナー」を定

期的に開催するほか、大分県産業創造機構等の外部専門機関とも連携し、コンサルティン

グ機能や情報提供機能の積極的な発揮に努めております（詳細は、９頁 ３-(1)-②-ロ-a.

「創業・新事業支援に向けた取組み」に記載しております）。 
 

② 経営に関する相談その他の取引先の企業（個人事業者を含む。）に対する支援に係る機能
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の強化のための方策 

お客さまからの経営に関する相談に対しては、お客さまのライフステージ等に応じ、お

客さまの立場に立った最適なソリューションを提案し、お客さまと協働して実行すること

を基本方針としております（詳細は、５頁 ３-（1）「地域への徹底支援」等に記載してお

ります）。 
 

③ 早期の事業再生に資するための方策 

当行では、平成 18年度以降、整理回収機構や西日本シティ銀行の事業再生に関するノウ

ハウを活用し、ＤＤＳ（資本性借入金）の導入、第二会社方式による不採算部門の切り離

し、事業再生ファンドの社債やＡＢＬによるプレＤＩＰ資金の導入等、当行に従来無かっ

た手法による事業再生に取り組んできており、企業支援室にノウハウも蓄積してまいりま

した。 

現在も、中小企業等のお客さまに対する事業再生支援を徹底するため、企業支援室にプ

ロパー行員に加え、専担者として、整理回収機構の出身者２名および西日本シティ銀行か

らの出向者２名を配置し、事業再生支援態勢の強化を図っております。 

今後も、更に一歩踏み込んだ抜本的な事業再生を行うことにより、経営改善が見込める

お客さまに対して、外部専門機関等の連携や専門家の活用により抜本的な経営改善計画の

策定を支援するとともに、同計画に基づき、ＤＤＳやＤＩＰ資金の導入、事業再生ファン

ドの活用等の金融支援を行うことで、地域内の雇用や商流など、地域経済への影響にも十

分に配慮し、中長期的な視点に立ち、お客さまの事業再生支援を徹底してまいります。 

なお、平成 26年度上期に債権放棄を含む第二会社方式による再生支援案件は２先の実績

となっております。 
 

④ 事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策 

事業承継や相続対策ニーズのあるお客さまに対しては、提携している税理士や公認会計

士等と帯同訪問を行うことで、引き続き、最適なソリューションを提供してまいります（詳

細は、10頁 ３-(1)-②-ロ-c.「事業承継、Ｍ＆Ａ支援に向けた取組み」に記載しておりま

す）。 
 

⑤ 海外進出・海外取引の支援に係る機能の強化のための方策 

海外進出・海外取引ニーズのあるお客さまに対しては、ソリューション推進室と外部専

門機関・専門家等が連携し、アジア各国への貿易や製造・販売拠点の設置、海外生産委託

等の海外ビジネスに関する支援を強化してまいります 

平成 26年度上期においては、海外進出支援に伴う市場調査及び販路網拡大支援等のノウ

ハウを提供したほか、貿易取引等のリスクマネジメントに関する情報の提供を行いました。

（詳細は、10頁 ３-(1)-②-ロ-d.「海外取引・海外進出支援に向けた取組み」に記載して

おります）。 
 

【 経営改善支援等取組企業数の取引先企業総数に占める割合 】 

平成 26 年９月期は、分子となる「経営改善支援等取組企業数」は 465 先（計画比＋

212先）となりました。 

一方、分母となる「取引先企業総数」は 5,340先（計画比＋15先）となった結果「経

営改善支援等取組企業数の取引先企業総数に占める割合」は計画値を 3.95 ポイント上

回る 8.70％となりました。 

今後についても、コンサルティング機能を発揮し、地域の中小企業等のお客さまの経

営改善支援等に積極的に取り組んでまいります。 
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〔 経営改善支援等取組企業数の取引先企業総数に占める割合の計画・実績 〕（表 25）     （単位：先、％） 

 
 

25/9末 
（始期） 

26/3末

実 績 

26/9末 27/3末 
計 画 

27/9末 
計 画 

28/3末 
計 画 計 画 実 績 計画比 始期比 

経営改善支援等
取組先数 

225 306 253 465 ＋ 212 ＋ 240 262 270 283 

 創業・新事業 53 57 65 97 ＋ 32 ＋ 44 67 70 72 

 経 営 相 談 63 75 58 83 ＋ 25 ＋ 20 59 63 68 

 事 業 再 生 7 13 10 12 ＋ 2 ＋ 5 11 12 13 

 担保・保証 97 157 115 272 ＋ 157 ＋ 175 120 120 125 

 事 業 承 継 5 4 5 1 ▲ 4 ▲ 4 5 5 5 

取引先企業総数 5,056 5,256 5,325 5,340 ＋ 15 ＋ 284 5,400 5,475 5,550 

比 率 4.45 5.82 4.75 8.70 ＋3.95 ＋4.25 4.85 4.93 5.09 

 
※ 比率 ＝ 経営改善支援等取引先数 ÷ 融資取引先企業総数 

※ 「融資取引先企業総数」とは、企業及び消費者ローン・住宅ローンのみの先を除く個人事業者の融資残高のある先で、

政府出資主要法人、特殊法人、地方公社、大企業が保有する各種債権又は動産・不動産の流動化スキームに係るＳＰ

Ｃ、当行の関連会社、及び子会社に大会社を有する親会社を含んでおります。 

※ 「経営改善支援等取組先」とは、次の５項目への取組み先です。 

１. 創業・新事業開拓支援先 

(1) 政府系金融機関と協調して投融資等を行った先 

(2) 創業・新事業開拓支援として、次の事業資金融資を行った先 

・ 大分県・各市町村の創業・新事業支援制度融資 

・ 大分県信用保証協会の創業・新規事業関連保証等による融資 

・ 中小企業基盤整備機構の地域資源・新連携制度の認定先へ融資を行った先 

・ 創業・設立から３年未満のお客さま又は新事業を開始したお客さまへの初めての事業資金融資 

(3) 企業育成ファンドの組成・出資等を行った先 

２. 経営相談支援先 

(1) 企業支援室が選定した経営改善支援取組対象先で、当行のコンサルティング機能、情報提供機能等を活用して、 

財務管理手法等の改善、経費節減、資産売却、業務再構築、組織再編・Ｍ＆Ａ等の助言を行った先 

(2) 経営課題を抱えるお客さまで、当行を介し、外部専門家等（経営コンサルタント、公認会計士、税理士、弁護士

等）に経営相談等を行った先 

(3) 当行が入手した情報を活用し、ビジネスマッチング、資産売却等を成立させた先 

３. 早期事業再生支援先 

(1) 当行の人材を派遣し、再建計画策定、その他の支援等を行った先 

(2) プリパッケージ型事業再生又は私的整理ガイドライン手続等で関与した先 

(3) 企業再生ファンド組成により現物出資した先 

(4) ＤＥＳ、ＤＤＳ、ＤＩＰファイナンスを活用した先 

(5) 整理回収機構の企業再生スキームを活用した先 

(6) 地域経済活性化支援機構を活用して再生計画の策定に関与した先 

(7) 中小企業再生支援協議会と連携し、再生計画の策定に関与した先 

(8) 当行が紹介した外部専門家等（弁護士、公認会計士、税理士、経営コンルタント等）を活用して再生計画の策定

に関与した先 

４. 担保・保証に過度に依存しない融資促進先 

(1) シンジケート・ローン、コミットメントラインの契約先、財務制限条項（コベナンツ）を活用した融資商品、 担

保及び個人保証を不要とする融資商品で融資を行った先 

(2) 当行における担保・保証に過度に依存しない融資商品（スーパービジネスローン、スーパービジネスローン・プ

ラス、ほうわ成長基盤強化ファンド２、ほうわ動産担保ローン、ほうわＴＫＣローン、ほうわビタミンローン）

で融資を行った先 

(3) 財務諸表の精度が高い中小企業者への特別プログラムの融資先として、私募債等、信用格付を利用した信用供与

を行った先 

(4) 再生可能エネルギーの固定買取制度に係る売電収入に債権譲渡担保契約を締結して融資を行った先 

(5) 上記以外でＡＢＬ手法の活用、動産・債権担保融資を行った先 

５. 事業承継支援先 

(1) 事業承継ニーズを有するお客さまに対し、当行が必要な外部専門家等（経営コンサルタント、公認会計士、税理

士、弁護士等）を紹介し、連携して問題解決支援等を行った先 

(2) Ｍ＆Ａの取組みを成立させた先 
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６. 剰余金の処分の方針 

(1) 配当に対する方針 

優先株式及び普通株式の配当については、平成 21年度から継続して実施しております。 

今後、前述の取組方針 ①「地域への徹底支援」、②「現場力の強化」、③「顧客基盤の拡

充」、④「収益力及び経営基盤の強化」に基づく諸施策を確実かつ持続的に実施し、収益力

を強化することで、安定した収益を確保し、内部留保の蓄積に努めつつ、安定かつ適切な配

当を行っていく方針としております。 
 

(2) 役員に対する報酬及び賞与についての方針 

当行では、平成 15 年度から役員賞与の支給を見送っており、平成 17 年度からは退職慰労

金の支給も凍結し、平成 18年度以降、月額報酬も据え置いております。 

今後も、業績を踏まえた報酬及び賞与としていく方針であります。 
 

（3）財源確保のための方策 

平成 26 年９月末の利益剰余金は、中間純利益３億 11 百万円を計上したことから、平成 26

年３月末に比べ 57百万円増加の 42億 23百万円となりました。 

今後も経営強化計画を確実かつ持続的に実行し、安定した収益を確保することで、利益剰

余金を着実に積み上げてまいります。 
 
〔 長期予想 〕（表 26）                                  （単位：億円） 

 
26/3末 
実 績 

26/9末 
実 績 

 
27/3末 
予 想 

28/3末 
予 想 

29/3末 
予 想 

30/3末 
予 想 

31/3末 
予 想 

32/3末 
予 想 26/9末 

計 画 

当期純利益 10 3 3 8 12 12 13 13 14 

利益剰余金 41 42 43 48 56 63 70 79 88 

          

 
33/3末 
予 想 

34/3末 
予 想 

35/3末 
予 想 

36/3末 
予 想 

37/3末 
予 想 

38/3末 
予 想 

39/3末 
予 想 

40/3末 
予 想 

41/3末 
予 想 

当期純利益 16 18 18 18 18 18 18 18 18 

利益剰余金 98  110 123 135 148 160 173 185 198 
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７. 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策の進捗状況 

(1) 経営管理に係る体制及び今後の方針等 

① 経営強化計画運営協議会による進捗管理 

経営強化計画の履行状況に関する進捗管理を行うため、平成 18 年 10 月に設置した「経

営強化計画運営協議会」（議長：頭取）を週次で開催しております。 

同協議会では、毎月の損益状況等を把握し、諸施策の実施状況や期末目標に対する進捗

状況を確認するとともに、進捗状況に応じ、乖離要因を分析の上、対策を立案・検討し、

営業統括部より全店へ具体的な指示を速やかに行っております。 
 

② 内部監査態勢の強化 

イ. 監査計画・実施 

監査につきましては、内部監査方針に基づき、「平成 26年度監査基本計画」を策定し、

実施しております。 

監査実施計画の策定につきましては、期初に作成したリスクアセスメント表やコンプ

ライアンス統括部・事務統括部・監査部による三部合同協議会の結果等を踏まえたうえ

で監査対象部店を選定し、平成 26年度上期においては、営業店 14か店、本部２部署の

総合監査を実施いたしました。 

営業店監査については、総合監査とは別に、不祥事の未然防止・早期発見に主眼をお

いた機動監査を７か店実施するとともに、前期までの総合監査において結果が不芳であ

った店舗の改善計画の実施状況を検証するため、確認監査を４か店実施しました。 

なお、監査周期については、総合監査もしくは機動監査の実施により、一年を通じて

全営業部店を網羅しております。 

加えて、金融円滑化の実効性確保に向けた対応状況を検証するため、本部４部署と営

業店９か店に対する特別監査を実施いたしました。 
 

ロ. 分析・評価 

被監査部門の監査結果については、月次で取締役会等に報告しています。その際には、

監査結果を踏まえ本部による対応を要すると認められた事項等も併せて報告するとと

もに、担当所管部署へ「連絡・要請事項」として通知し、改善を求めており、その後の

対応状況についても定期的なフォローアップを実施しております。 

また、半期毎に、前半期に実施した営業店総合監査の結果を分析し、問題事象の発生

要因等を経営陣に報告しています。 
 
ハ. 監査役会・外部監査人との連携 

監査部による監査結果については、監査部長が監査役会へ出席し、月次で報告するな

ど情報の共有化を図っているほか、監査役監査に基づく指摘・要請改善事項については、

監査部が該当部店へ通知しフォローアップに努めております。 

また、今上期より監査役による業務監査に帯同した監査部の総合監査も２か店で実施

しております。 

外部監査人との連携については、平成 26 年度上期中に計３回、監査法人・監査役・

監査部の三者による意見交換を実施したほか、監査法人による往査で認められた気付事

項等があった場合は、担当部署へ「連絡・要請事項」として通知し、対応策等の報告を

求めるとともに、その後の対応状況にかかる定期的なフォローアップを行うこととして

おります。 
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(2) 各種のリスク管理の状況及び今後の方針等 

主要なリスクカテゴリーである信用リスク・市場リスク・流動性リスク・オペレーショナ

ルリスク（事務リスク・システムリスク）について、リスク毎に管理の基本方針を制定し、

適切なリスク管理態勢の整備・確立に努めています。 

また、各種リスクに応じて、管理の所管部署及び部会を設置し、その識別、評価、監視、

コントロール等について協議しております。各種リスクの全体把握及び管理の統括部署とし

て、経営管理部は「ＡＬＭ／リスク管理協議会」を運営しております。 

各種リスクの管理については、各リスク所管部署において、ＰＤＣＡサイクルを確立し、

「リスクの特定、評価、モニタリング、コントロール・削減」の一連のプロセスにおける各

業務の妥当性を検証し、また適時見直すことにより、管理態勢の拡充・強化に努めてまいり

ます（詳細は、22頁 ４- (2)「リスク管理の体制の強化のための方策」に記載しております）。 

 


